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【開催日】 平成３０年９月１２日 

【開催場所】 第２委員会室 

【開会・散会時間】 午前９時～午後０時３分 

【出席委員】 

分 科 会 長 吉 永 美 子 副分科会長 山 田 伸 幸 

委 員 大 井 淳一朗 委 員 杉 本 保 喜 

委 員 恒 松 恵 子 委 員 松 尾 数 則 

委 員 矢 田 松 夫   

【欠席委員】 なし 

【委員外出席議員等】 

議   長 小 野   泰   

【執行部出席者】 

副市長 古 川 博 三   

市民部長 城 戸 信 之 市民部次長兼市民生活課長 藤 山 雅 之 

市民生活課課長補佐兼消費生活センター主査 亀 﨑 芳 江 市民生活課課長補佐兼防犯交通係長 山 本 満 康 

福祉部長 岩 本 良 治 福祉部次長兼高齢福祉課長 兼 本 裕 子 

福祉部次長兼国保年金課長 桶 谷 一 博 高齢福祉課技監 河 野 靜 恵 

高齢福祉課課長補佐 河 田 圭 司 高齢福祉課主査 石 井 尚 子 

高齢福祉課主査兼介護保険係長 篠 原 紀 子 高齢福祉課主査兼地域包括支援センター所長 荒 川 智 美 

高齢福祉課高齢福祉係長 古 谷 雅 俊 障害福祉課長 辻 永 民 憲 

障害福祉課課長補佐 岡 村 敦 子 障害福祉課障害福祉係長 大 坪 政 通 

障害福祉課障害福祉係主任 縄 田 良 弘 障害福祉課障害支援係長 岡 手 優 子 

社会福祉課長 岩 佐 清 彦 社会福祉課主幹 平 中 孝 志 

社会福祉課主査兼生活保護係長 坂 根 良太郎 社会福祉課地域福祉係長 桑 原   睦 

子育て支援課長 川 﨑 浩 美 子育て支援課課長補佐 別 府 隆 行 

子育て支援課子育て支援係長 岡 﨑 さゆり 子育て支援課保育係長 野 田 記 代 

国保年金課課長補佐 石 橋 啓 介 国保年金課国保係長 石 田 由記子 

国保年金課年金高齢医療係長 三 隅 貴 恵 学校教育課学務係長 三 藤 恵 子 

【事務局出席者】 

事務局長 中 村    聡 議事係主任 原 川 寛 子 

 

【付議事項】 

１ 議案第５８号 平成２９年度山陽小野田市一般会計歳入歳出決算認定に

ついて（民生福祉分科会所管部分） 
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午前９時 開会 

 

吉永美子分科会長 皆様おはようございます。ただいまより一般会計予算決算

常任委員会民生福祉分科会を開会します。皆様のお手元に審査日程表が

あると思います。本日、議案第５８号平成２９年度山陽小野田市一般会

計歳入歳出決算認定について、審査番号①ということで、この部分につ

きましての審査を行います。まず、審査事業２１番から審査を行います。

執行部の説明をお願いします。 

 

別府子育て支援課課長補佐 審査事業２１番について説明します。審査事業の

資料８３ページをお開きください。山陽地区公立保育所整備事業です。

これは、公立保育所再編基本計画に基づき、市内に５園ある公立保育所

を３園に再編整備する事業で、本事業は、このうち厚狭駅南部地区に定

員１４０名の保育所を新たに整備する事業です。平成２９年度は基本設

計の策定に取り組みました。具体的には、平成２９年８月以降、落札業

者と７回の協議を重ね、年度をまたいで本年６月末に基本設計が完了し

ました。基本設計の概要について、資料８４ページを御覧ください。外

観のイメージ図は御覧のとおりです。敷地・建物の概要は、建設予定地は

山陽小野田市桜二丁目３番１１９、１２０ほか、敷地面積は約４，５９６

㎡、構造は鉄骨造の２階建て、延床面積は約１，３００㎡、施設概要は

保育室、事務室、一時預かり室、調理室、遊戯室ほか、定員は１４０人、

駐車場については４８台を予定しています。次に８５ページの全体配置

図面を御覧ください。敷地の西側を駐車場とし、東側に園舎と園庭を配

置しています。園舎の西側に玄関と職員室を設け、保育室は、年齢ごと

の部屋を、職員室に近いほうからゼロ歳児室、１歳児室として、各部屋

が園庭に面するように配置し、園庭から園児の出入りや、暖かい日差し

が入るようにしています。北側には駐車場に近い場所に一時預かり室を

配置し、その他、給食室、遊戯室を配置しています。遊戯室にはロフト

を設け、備品置場として使用する予定です。８６ページ、２階部分の配

置図を御覧ください。ロフトから出たところに広めの屋上を設け、この

うち正方形の部分、１３６．４㎡には屋根を設置しています。この屋上

は、通常は物干し場等として使用する予定で、園児が日常的に使用する

ことは想定していませんが、万が一、想定外の水害等で緊急の避難が必

要となった場合には、この屋上部分を一時的な避難場所として使用する
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ことができるものと考えています。次に８７ページの今後のスケジュー

ルについてです。今年度敷地測量、用地購入、地質調査、実施設計を行

い、平成３２年度以降に建築工事・外構工事を行った後、平成３４年度

の供用開始を目指しています。８３ページの事務事業調書にお戻りくだ

さい。平成２９年度の事業費がゼロとなっていますが、これは、基本設

計業務委託を平成２９年度から平成３０年度の２か年にわたる契約とし、

契約金額４１０万４，０００円の３割部分に当たる１２０万円について、

平成２９年度の前払金として支払うことができる契約にしていましたが、

事業者が前払金の支払を必要としなかったため、平成２９年度の支出が

なかったためです。したがって、平成２９年度の前払金を含む契約金額

の全額は、平成３０年度に支払いました。成果指標は、３月末時点の待

機児童数を設定しています。最終的には、市内の待機児童数ゼロを目標

にしています。総合計画では平成３３年度で待機児童数ゼロを掲げてい

ます。この目標に沿って今後の取組を進めてまいります。この事業につ

いては、平成２９年１月に策定した公立保育所再編基本計画に基づいて、

定められたスケジュールに沿って事業を進めていくことが必要だと考え

ていますので、今後の方向性については、成果の方向性、コスト投入の

方向性とも現状維持としています。御審査よろしくお願いします。 

 

吉永美子分科会長 執行部からの説明が終わりましたので、委員の皆様の質疑

を受けたいと思います。質疑はありますか。 

 

矢田松夫委員 総事業費は幾らですか。 

 

別府子育て支援課課長補佐 概算ですが、８億円弱を予定しています。 

 

矢田松夫委員 設計図を見てみますと、片開きの門で開閉するということです

けれど、基本の中に園庭開放というのがありましたが、どういうイメー

ジで園庭開放されるのか、施錠を含めてお願いします。 

 

別府子育て支援課課長補佐 園庭開放というのは、一般市民に対しての園庭開

放を想定していますので、その園庭自体の開放という想定はしていませ

ん。 

 

矢田松夫委員 意味がよう分からんのですが。私が言ったのは、一般市民にど
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のように園庭開放するのか、そのイメージをお願いしたいというのと同

時に、一日中園庭開放するわけじゃないから、いわゆる侵入者含めて、

防犯上の問題、この片側の施錠だけで足りるのかどうか。あるいは防犯

カメラを付けるとか、園庭開放とリンクした防犯上の問題についてお答

え願えますか。 

 

川﨑子育て支援課長 今想定していますのは、現在幾つかの保育園で行ってい

るように、日にちを決めて、この日は園庭開放しますので保育園に通っ

ていないお子様連れの方も一緒に来て、園児と触れ合うことができます

よというような地域との交流を考えています。ですから、先ほども申し

ましたとおり日程を決めて、この日にということで受け入れますので、

入り口は片開きであっても十分対応できると思っています。常にいつで

も誰でも来ていいよ、フェンスを全部取っ払ってというようなことは想

定していません。それと防犯カメラについては、この園庭開放とは別の

意味合いで、園自体の防犯対策という点で、今後は必要であるかなとも

考えています。これはこれから検討していきたいと思っています。 

 

矢田松夫委員 出合保育園では、正に市内では一番地域との交流が保育所では

できたんですけれど、今度はこの地域に行きますと、まちづくりと言い

ながらまちができていないという状況で、部長に聞きますと、駅南の開

発状況が４６％と。そういう中で、本当に地域開放ができるかどうなの

か。周りはほとんど居住地はアパートになっているんですが、されてと

て、あそこにコーポラティブ構想もあるけれど、それもまだ日の目を見

てないというような中で、本当に地域での交流ができるのか非常に不安

ですけれども、そういう将来構想についてお答え願えますか。 

 

川﨑子育て支援課長 確かに駅南の地域全体のまちづくりというのは、まだこ

れからであるかと思っていますが、３４年に開所したときは、近くに高

齢者施設等もありますし、民間住宅もないわけではありませんので、で

きるところから地域交流を始めていって、先ほど言われた出合保育園で

は、その地域との交流は盛んであるということも理解していますので、

出合での地域との交流も、これは途切れることなく、何らかの方策でや

っていきたいと思っています。駅南のまちづくりが進んでいけば、より

地域との交流が大きくなっていくことを期待してやっていきたいと思っ

ています。 
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大井淳一朗委員 評価シートを見ますと、成果指標として待機児童数となって

いますが、この保育所整備をすることによって待機児童が減るというこ

となんですが、定員ベースで見ると、むしろ２８５が２００になるとい

うことですので、待機児童は増えるのではないかという見方もあるんで

すが、待機児童を成果指標とした理由と目標という言い方もおかしいん

ですが、実際の想定というか、２７、２８、２９とも、アンダーバーが

引いてあるんですが、なぜそのようになっているのかについてお答えく

ださい。 

 

別府子育て支援課課長補佐 この目標設定について、ここは活動指標と成果指

標とあると思うんですが、市としては保育所に待機児童が発生している

というのは、これは何としても解決しなければならない問題だと考えて

います。成果指標については最終的な目標として待機児童を市内からな

くすということで、待機児童を設定したところです。先ほど申し上げま

したように、総合計画では平成３３年度で待機児童ゼロというのを目標

に掲げて、これに向かって取組を進めていくところですが、各年度の待

機児童については毎年度減らしていきたいという思いはあるんですが、

具体的な数値の設定が困難ということで横棒を引いています。 

 

大井淳一朗委員 保育所整備することで、待機児童が減るというつながりにつ

いて説明願えますか。 

 

別府子育て支援課課長補佐 公立保育所は御存じのとおり５園ありまして、定

員が５園で４０５だと思います。実際にそれに対して入所者数をずっと

見てみると、大体３５０ぐらいで推移しています。これは結局実際に定

員として４０５を受け入れるほどの施設的な余裕はあるんだけれども、

一部では定員が超過している園もある、一部では定員を割っている園も

あるというところで、運営の非効率があって、定員一杯の受入れができ

てないという状況もあると考えています。したがいまして、保育士の適

正な配置などを考えたときに、一つの保育所で保育士を適正に配置して、

定員ぎりぎりまでの園児を受け入れることができれば、効率的な運営が

できるという意味で、待機児童の減少につながるんではないかと考えて

います。 
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大井淳一朗委員 理由は分かりました。さっき私が２８５と言ったのは、日の

出をのけた数なので、４０５と２８５の差がそこにあるということで、

間違っているわけじゃないんで、御理解ください。 

 

恒松恵子委員 国の施策で今後、保育の無料化などが実施されるかもしれない

ということですが、もし実施された場合、本市にどのような影響がある

か想定されているのか。また、希望者が増加した場合に、この園の設計

は増築とか低予算で柔軟な対応が可能でしょうか。 

 

別府子育て支援課課長補佐 おっしゃられたとおりで、国は来年の１０月から

保育園の無償化というのを言っています。これについての予測というの

は非常に難しいところがありまして、ここ数年の推移を見てみましても、

未就学児全体の児童数は緩やかに減ってきているんですが、保育所の申

込数は増えてきているということで、全体的に需要は増加傾向にあると

分析をしています。保育の無償化というのが実現した場合に、更にその

需要が増えるんじゃないかというような推測はできるんですが、詳細な

分析は今のところではできていません。 

 

恒松恵子委員 設計図によると、例えば増築で定員の増加はすぐできる、１年

掛かる、３年掛かるとか、その辺りは考えていますか。 

 

別府子育て支援課課長補佐 ここの保育所は定員１４０で設定して、各部屋の

何歳児に対しては何人という受入れを想定して、それに合わせた部屋の

広さというのを設定して、設計をここまで進めてきていますので、この

１４０を１６０や１８０に増やすというのは、なかなか簡単な作業では

ありません。実際に必要な面積というのが変わってきますので、ちょっ

とそこは難しいところだと考えています。実際日の出なんかもそうです

が、定員の１２０％までは合法的にといいますか、受け入れることがで

きますので、その辺りで、ある程度柔軟な運営、受入れというのは可能

ではないかと考えています。 

 

大井淳一朗委員 今後の課題ということで、住民説明を丁寧に行いながら再編

計画に沿って取組を進めるとあります。２９年度に返ってみると、３０

年度にもまたがっているかもしれませんが、特に出合地区に対する説明

が十分ではなかったということがあります。その検証と今後、出合地区
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も含めて、この再編計画に関する説明責任をどのようにして果たしてい

くのかお答えください。 

 

別府子育て支援課課長補佐 基本設計が６月末に業者から上がってきまして、

市の中で検査検収を終えて、正式に完成ということで決定をしたところ

です。出合地区の方からは御要望いただいて懇談会をしたところですが、

この基本設計完了を受けて関係地区の校区長のところにはお伺いして、

一応こういう図面ができましたという説明はしたところです。 

 

大井淳一朗委員 検証ということですので、特に保育園がなくなる対象である

出合地区の住民に対する説明がどうだったのかということについて、検

証をされていると思うのでそのことと、今後どうしていくのか。校区長

に図面を見せたということですが、それ以外にも何かあるのかについて

お答えください。 

 

川﨑子育て支援課長 出合地区との懇談会の検証というところでは、やはり住

民説明を今後しっかりしていくことが必要だという反省点がありました。

基本設計ができた段階で、補佐が申しましたとおり、ホームページにア

ップしまして、山陽地区の関係する自治会協議会の会長にまず報告と連

絡にお伺いしました。必要であればそういった地区での説明会をという

ことも、お話の中で出てくれば考えましたが、一応校区長のほうで、こ

れは了解しましたということでお受取いただきましたので、機会があり

ましたらホームページにアップしていることをお伝えくださいと申し上

げてまいりました。今後また必要に応じて、なるべく地域への説明を念

頭に置いて、事業を進めていきたいと思っています。 

 

杉本保喜委員 今のことに関連するんですけど、８７ページのスケジュール

（案）の中に、現園舎解体、これが３４年、必要に応じてという予定に

なっているんですけど、今まで出合で議会も意見交換会等やってきたん

ですが、地元の人たちが不安なのは、今の園がなくなった後どうなるか。

つまりよりどころというか、住民のよりどころが一つなくなるというこ

とに、非常に不安を覚えているわけです。したがって、今、地元に対す

る説明会の話が出たんですけど、私は意見交換会の中で感じたのは、今

ある園がなくなった後にどのような形で、出合の住民のよりどころが、

どのような形で変わるのかということが非常に大きな問題だと思うんで
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すけど、その辺りのところを含めて、住民説明会等を考えているのかど

うか。その辺りを教えてください。 

 

川﨑子育て支援課長 出合保育園その他の公共施設の跡地利用については、市

全体の課題と捉えて保育園だけではなくて、市全体の他の施設も含めて

ということで、全庁的に検討していくこととしていますので、その中で、

今検討している最中です。それによってどのような方策で市民の意見を

聞いていくかというのはこれから決めていきますので、その方向性によ

って園舎をまた利活用するのか、必要に応じて解体するのかということ

が決まってくるであろうと思っています。 

 

松尾数則委員 今まで説明がありましたように、また事業評価の中にもありま

したように、基本的に公立保育所５園の事業シートになっているわけで

すが、財政的な面も見ても、この３園の話しかない。成果の方向性を見

ても現状維持。どうもつじつまが合わないような気がするんですが、そ

の辺の話を。 

 

別府子育て支援課課長補佐 この事務事業評価シートにつきましては山陽地区

の公立保育所整備事業ということで、先ほど申しました公立保育所再編

の基本計画というのを策定していますので、これに基づいての取組を進

めていくということで、このシートについては山陽地区の保育所整備に

ついてということでの評価をして、成果、コスト投入を現状維持として

います。実際には小野田地区、日の出保育園の保育所整備事業という事

務事業も別にありますので、このシートについての評価は山陽地区の公

立保育所整備というところでの評価です。 

 

松尾数則委員 なら、この事業評価の５園というのはちょっとぴんと来ないん

だけどね。文面を多少変える必要があるんじゃないかなという気もする

が。 

 

川﨑子育て支援課長 活動指標の点ですか。（「事業概要」と呼ぶ者あり）事業

概要の中の５園という文言。先ほど申しましたようにシート自体は５園

を２園にするということで、それぞれの整備事業ということで別にして

います。これはそのほうがシートとして作成しやすいと関係課と協議を

した上でなんですけども、このそもそもの初めは再編計画に基づいて山
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陽地区の保育所整備事業ということで、概要にはその根本を説明させて

いただいたところです。 

 

杉本保喜委員 前の報告の中で、石井手の保育園が軟らかいヒノキを使用して

いるために、ささくれが多くなってきて、今回、ナラの木に変えたとい

う事例があるんですが、今度できる保育園は、どういう床になるんです

か。 

 

別府子育て支援課課長補佐 この事業は今基本設計が上がったところでして、

基本設計は図面が載っているんですが、大体大まかなレイアウト、協議

の最初はそれこそ１階建てにするか、２階建てにするかとか、木造にす

るか、鉄骨にするかというところから積み重ねていって、大まかなレイ

アウトが今出来上がったところです。材質なんかにつきましては、今年

度、来年度で実施設計を行うこととしていまして、その中で、具体的な

部材とかそういったものを詰めていきますので、現時点ではどういう材

質というのは、決まっているわけではありません。 

 

杉本保喜委員 決まってないというのは分かるんですが、やはり要望というの

がありますよね。どこの保育園もいろんな事例があって、その事例の中

を検討して今回に生かすというのが普通のやり方だと思うんですけど、

腹案としてはどうですか。 

 

別府子育て支援課課長補佐 事務局の思いとして、やっぱり園児が過ごす施設

ですので、温かみのある軟らかい、そういう温かみのある木材を使用で

きればとは考えているんですが、実際、今後実施設計を進めていく中で

は、現場の保育士の先生にも協議に入っていただいて、現場の意見など

も十分取り入れながら、実施設計を進めていきたいと考えています。現

時点でと言われますと、そういう子どもが過ごしやすい、温かみのある

素材が使えればというようなことしか申し上げられません。 

 

山田伸幸副分科会長 ７月６日に現地に行かれましたか。 

 

別府子育て支援課課長補佐 大雨のときということですか。このとき私は個人

的には避難所に詰めていましたので、現場に行くことができませんでし

た。ほかの職員も保育園の避難の連絡とか、そういうことで本当にバタ
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バタの状態で、現地に行きたかったんですが、行く余裕というのがあり

ませんでした。ただ、現場に行った職員からは、こういう状況だったよ

という報告は受けています。 

 

山田伸幸副分科会長 どういう報告ですか。 

 

別府子育て支援課課長補佐 水の状況とか、行くところの道路がちょっとつか

っていたよとか、そういう状況は受けています。 

 

山田伸幸副分科会長 私は気になって、この問題は３月議会で非常に問題にし

ていましたので、すぐに行きました。行ったところ、まず、桜川の旧国

道との交差点のところ、今丸喜があるところですけど、あそこがもうあ

と２０cm か３０cm でオーバーフローするという状況でした。それから、

大正川はもう水田が全部冠水をして道が見えない状況でした。桜川の今

度の園舎建設予定地に一番近いところ、これもあと５０cm 程度というこ

とで、非常に危機意識を持ちました。周辺のある老人福祉施設も行って

みたんですが、絶対に福祉施設に入らないようにということで職員の方

が一生懸命土のうを積んでおられるという状況でした。これが日常茶飯

事になるんじゃないかなと思うんですが、あそこの土地の選定、それか

らこのたび北海道でも大阪でもあったんですが、地震等があったときに、

あの地盤で大丈夫かというのをすごく心配するんですが、そういう災害

への備えというのはどのように考えていますか。 

 

別府子育て支援課課長補佐 最後の質問の地盤沈下とか液状化のほうからお答

えしたいと思うんですが、今年度の事業の中で実施設計を進めていくと

いう話をさっきしたんですが、それと並行して地質調査も行う予定にし

ています。以前、文化会館が建ったときの状況なんかも聞いていますの

で、あの辺りに昔炭鉱があって、古洞があるんじゃないかというような

予測はしていまして、そのために地質調査を行って、古洞があった場合

は必要な措置をしたいと考えています。古洞を埋めるとか、くいを打つ

とか、そういう対策を十分行った上で、建物については建てたいと思っ

ていますので、液状化で地面が液状になったとしても、その建物につい

てはしっかりと安全性を確保した建物にできるんじゃないか、そうしな

ければいけないと考えています。 
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山田伸幸副分科会長 今地震のことを言われましたので、建物は例えば山口東

京理科大学の場合は、岩盤までくいを打ち込んで、建物については大丈

夫だということをされましたので、当然同じようなことされるんだと思

うんですが、問題はその周辺ですよね。そういう対応ができないグラウ

ンドだとか、あるいは道路、園児たちがそこに向かって通ってくるわけ

ですね。そういったときに、あの辺りというのはもともと湿地であった。

湿地を埋めたところというのは非常に危険であるというのが、このたび

札幌で液状化が発生したところもやはりもともと湿地のところを埋めて、

一応地盤上は問題ないということで、地耐力では問題ないとされたとこ

ろに、新しいまちを造ったんですけど、それを上回るような、大きな地

震が来て、ああいう惨たんたる状況になったわけですね。地盤沈下ある

いは道路が陥没をするというのが幅広く起こっていて、それが地域一帯

で起こらないか。そこにもし園児が通っていたときに、どうなんだろう

かという心配を非常にするんですけれど、あそこは災害対応上も非常に

問題があるんじゃないかということは、住民との懇談会でも出たと思う

んですけど、自信を持ってここは大丈夫ですと言い切れるんでしょうか。 

 

川﨑子育て支援課長 駅南の地盤の問題が出ていますが、これについてはいろ

いろ調べましたところ、市内は干拓地や埋立地が多く、比較的緩い土地

も多くあります。では、緩くない硬い土地をということで選ぶと、今度

は逆にそこは土砂災害の危険性があったりとかというところで、いろい

ろな災害に全く完璧な土地でしかも保育園を建てるに当たっても送迎の

利便性とかそういったところを含めて、完璧な土地の選定というのは大

変難しいと思っています。大雨災害のことについても以前から御説明し

ていますが、まず可能な限りの対策として河川改修であるとか、液状化

の心配に対しては地盤を強くするという可能な対策を行った上で、あと

は万が一の災害に備えるということが重要であると思っています。大雨

災害等の場合には、情報収集を早期に行って早い避難を優先する。万が

一それが間に合わない場合はということで、屋上に一時的な避難場所も

作っています。また液状化といった問題に関しましては、万が一その周

辺でそういったことが起こった場合には、まずは丈夫な施設内にとどま

って助けを待つ、そういったところのきちんとしたマニュアルをしっか

りして、万が一の災害に十分に備えることをしっかりやっていきたいと

思っています。 
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山田伸幸副分科会長 今大雨のことにまで言及をされたんですが、やはり特に

厚狭駅南地区全体が非常にぜい弱な地盤であるということはもう承知し

ているということだと思うんですが、大雨について言えば、私が行った

７月６日、３時間ぐらいあそこにいたんですけど、県が力を入れて前市

長も県に何度も要望して実現したと胸を張っておられたポンプ場があり

ますよね。３台とも稼働していました。あのときに幸いだったのは、ち

ょうど引き潮に当たっていたんですね。だから川の面が非常に低かった

んです。ですから、排水がどんどんされて、あれ以上もう水位が上がら

なかったんですね。あれが満潮だったらそうはいかなかったと思います。

満潮だったら、可能性としてあそこの敷地内に水が流れ込む状況だった

と思っています。これについては、以前から５０年確率とかいう形で言

っていたんですが、そういう想定の上での場所選定と考えているでしょ

うか。 

 

岩本福祉部長 このたびの７月６日の豪雨の状況につきましては、委員から指

摘のあったとおりですけれども、その対策につきましては平成２２年の

厚狭川の水害以降、県の事業として行ってきているところです。県の事

業としましては厚狭川の流下能力の向上ということで改善されてきてい

まして、平成２２年は美祢市で降った雨がこちらの流下能力がないとい

うことで、越水して大きな水害となったわけです。当時の大正川の雨量

で言えば、１時間が２１mm でした。ただ今回の７月６日の時点で言えば、

１時間のピークが２５mm ということで、平成２２年の水害が発生したと

き以上に山陽小野田市では雨が降っている状況でした。そういう中であ

りましても、今回ちゃんと流下能力が向上したということで、厚狭川の

水位を下げることができていますし、またポンプの稼働や桜川の改修工

事によりまして、あの辺り一帯の流下能力が向上していますので、宅地

の大きな部分にまで水害が至るということはなかったいうことです。一

丁田の辺りはどうしても地盤が低くなっています。４ｍ以下というとこ

ろもありますので、どうしても大正川のポンプ場の辺りが、４．４１ま

で上昇したという記録もありますけれども、そういったこともあります

ので一丁田の辺りはどうしても水位が超えてしまうという現状がありま

す。それも現状やむを得ない状況だと思っています。そういう状況があ

りますけども、厚狭駅南部地区の地盤につきましては、それぞれ高い地

盤が確保されています。ということで、水害に対しては今後確かに５０

年確率、３０年確率ということで、基準を設けてそういった対策を行っ
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ていますけれども、自然災害というのはそれを超えることも当然あるわ

けですから、そういう危険性は日本中どこに行っても同じようにある状

況です。それをただ言ってばかりいては何も事業が進まないことになり

ますので、我々としましては、国が定めた基準に基づいて所要の対策を

しっかりやっていく中で、今後事業を進めていきたいということです。

御理解いただきたいと思っています。 

 

山田伸幸副分科会長 出合地区の住民の方が懇談会のときに言われていたんで

すが、わざわざ高いところから低いところに子どもを連れていかなくて

はいけない。今の出合保育所の高さであればそういう心配はもうほとん

どない。川も近くにはないと言っておられました。今言われた２５mm。

先日、大雨があちこちで降りましたけれど、時間雨量が１００mm を超え

たところもあるわけですね。そういったのにもあそこは耐えられると思

っているんでしょうか。 

 

岩本福祉部長 ちょっと正確な基準を私も把握していませんけども、通常３０

年、５０年確率で考えて１００mm の時間雨量が降るっていうのはもう多

分想定を超えていると考えています。 

 

山田伸幸副分科会長 そういう想定を超える雨量が、今日本全国どこでも可能

性があるということをさっきおっしゃったじゃないですか。ですから想

定を超えた雨量が来たときに、あそこの一帯、特に保育所を建てようと

しているところ。あそこが水害に遭う危険性はあるのかないのかという

ことを聞いているんです。 

 

岩本福祉部長 本当に想定外のことが起こるのが自然災害でして、どこでも水

害あるいは土砂災害、地震もどこで起こるか分かりません。先般、菊川

断層の延伸が確認されたところですけれども、そういった危険もあるわ

けです。日本の国土というのはそういうものだということを認識して、

それはそれで我々が行い得る対策、施設的な面でのハード的な面での対

策、そしてまた防災訓練をしっかりやって、子どもたちの安全に抜かり

がないようにすることが努めだと思っています。 

 

山田伸幸副分科会長 住民の方が一番不満に思っているのは、高いところにあ

るものをわざわざ水害の危険性のある低いところに持ってくるのはどう
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なんかということなんです。これについては何も答えがないんですね。

もう必ず言われるのは今のような一般的な責任逃れのことを言われるだ

けであって、水害が起きたときに、そのときに子どもが通園途中で何か

事故に巻き込まれるというおそれもあるわけですね。あの辺りは道路も

全く見えないほど冠水するんですよね。その事実は御存じですよね。私

が行ったときも本当ぎりぎりでした。あと少しであそこの交差点から水

があふれて道路を塞いでしまうという状況でした。ですからあそこに警

備員の方もおられました。そういう状況の中でね、なぜそういう低い危

険なところに保育所を建てなくちゃいけないのか。市の土地を優先的に

処分したいがために、やったのではないかという、そういうおそれを抱

いてしまうんですけれど、そういう理由ではないんでしょうか。 

 

岩本福祉部長 場所の選定につきましては、この部分は出合保育園の建て替え

というだけのことに基づくものではなくて、下津保育園も入っているわ

けです。下津保育園と出合保育園の再編のために、その施設の中間的な

位置にあるところ、また交通の利便性に問題のないところ、そういった

周辺の環境にも大きな問題がないところ、確かに厚狭駅南部開発事業が

絡んではいますけれども、子どもたちの健全な保育をするために、そこ

を一番の目的としまして、場所を選定したところです。 

 

山田伸幸副分科会長 健全な保育と言われました。健全な保育のためにね、災

害の危険性が早くから多くの方から指摘されるようなところに造ってい

く、その考え自体が私の行政の在り方の間違いだと言わざるを得ません。

やっぱりそういった考えは今後改めていかないと市民の安全を守るとい

う、そういう市の責任が果たせなくなる。その最たる例が今回の保育所

再編に伴う駅南地区への保育所建設と思わざるを得ません。やっぱりそ

ういった考えは是非改めていただきたいと思います。 

 

岩本福祉部長 災害の危険性につきまして少し補足説明させていただきますと、

まず下津保育園につきましては御存じのとおり、当然厚狭川のすぐそば

にあります。地盤は保育園自体は高くなっていまして浸水想定の部分の

色塗りがされていません。ただ周辺はそういう浸水のおそれがあるとい

うことで、そういう地区です。また出合保育園につきましても、公民館

の裏側が少し崖になっていまして、実際は土砂災害の警戒区域という指

定が入っています。その地図の状況を見ますと、保育園のすぐ隣まで崩
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壊する危険があるという絵も示されています。そういうようなこともあ

ります。そういったところも現状の保育園におきましても、災害の危険

があるんだということもまた認識してほしいなと思っています。その上

で、今、市が保育の問題を抱える選択としまして今の場所を選んだとこ

ろです。御理解いただきたいと思っています。 

 

矢田松夫委員 今の問題は、もうほぼ完成の設計図を頂いているんですけれど、

結局、園舎の屋上がそういった陸の孤島になってしまうという予想の中

で造られるんじゃないかと思うんです。前回の大雨の災害のときも、あ

そこに建った場合、どこからも子どもを迎え入れることはできないとい

うような状況ができたわけですので、恐らくそういうような状況の中で、

２階に屋上を造ってそこに子どもを避難させる、こういうストーリーが

できつつあるんですが、そういうことも含めて、是非とも危険がないよ

うにお願いしたいと思うんですが。何点か要望なり回答を頂きたいんで

すが、一つはこんなに多くの地質調査を取っておられますが、これは先

ほど山田委員が言ったように、あそこは炭鉱の跡地であるので、もし地

質調査の結果については、是非とも委員会に結果を提出いただきたいと

いうことが一つです。いいですか。 

 

川﨑子育て支援課長 結果をもって御報告させていただこうと思います。 

 

矢田松夫委員 是非お願いします。それから最近特に公共施設を建設した後は、

親しみのある名称ができていないんです。例えば最近も議論になりまし

た火葬場についても、市の名前を使うと。あるいは複合施設もそうです。

やっぱり、例えば「にこにこ」とか「なかよし」とか、あそこは新しい

保育所だと分かるような名前を是非付けていただきたいというのがお願

いですが、どうですか。 

 

川﨑子育て支援課長 名称については、方策を検討させていただきたいと思い

ます。 

 

矢田松夫委員 それから３点目は、先ほどもありましたけれど出合地区の住民

の方は、跡地あるいは園舎を利活用したいという声が多かったんですが、

さっき部長の話聞くと、危険地域だから解体するような、早く言えば利

活用できないような回答があったんですが、そのことも含めて是非とも
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地域住民の声を聞いて、解体よりは存続をしてほしいということについ

てどうですか。 

 

古川副市長 今矢田委員から何点か出ました件について、御回答させていただ

きたいと思います。名称の件ですけど、市の施設には公用施設と公共用

施設というのがありまして、公用施設というのは公権力の行使をするこ

の役所とか、総合事務所、そういうようなものにつきましては基本的に

どこも名称を付けてない。しかしながら、公共用施設というような、そ

れこそスマイルキッズそういうようなものに一般市民が公の施設として

使うものについては、名称を付けるということですので、そういうよう

な観点からいきますと、川﨑課長が申しましたように、今度の保育園に

つきましては、その辺のところは皆様方の意見を聞く中で付けるという

のは一考に値するかと考えます。それと出合保育園の跡地利用、これも

先ほど福祉部長が申しましたけど、一つの担当の課だけが今後、利活用

を検討するということはなかなか多方面また多様的に考える中で難しい

ということもありまして、これは公共施設の再編の計画を今やっていま

す。企画が所管でやっているわけですが、そういう方面とも協議する中

で進めてまいりたいと。そうした中で今矢田委員が申されましたように、

地域の方々の声も反映させていきたいと考えています。 

 

吉永美子分科会長 ほかにありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）この審査に対

する質疑を終えたいと思います。それでは、決算書に入りたいと思いま

す。１７６ページから。３款民生費の１項社会福祉費１目社会福祉総務

費、質疑はありますか。 

 

山田伸幸副分科会長 これは以前から言っているところなんですけれど、民生

児童委員の確保なんですけど、先日聞くとなんか足代しか出してないと

いうことなんですよね。ボランティアでやりたいというのも、最初のう

ちはそれ言う人ばかりであればいいんですけど、そのうち種が尽きてし

まうんですよね。実際にやっておられる方でもかなり自己持ち出しとい

うかね、市役所に何度も通ったり、あるいは自分が抱えている対象者の

方のところを何度も何度も訪問する。それとか、朝夕は立しょうに立つ

とか、様々な努力をしておられるんですが、そういった努力をしように

もそういった活動がなかなかしにくい。だから民生児童委員にはなりた

くない、自分には無理だと思われる方がたくさんではないかなと思って
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いるんですけれど。今おられる民生児童委員で私はボランティアでいい

んですよという、そういう尊い方というのは実際に多数おられるんでし

ょうか。 

 

岩佐社会福祉課長 民生委員法の第１０条に基づきまして民生委員には給与を

支給しないものとするということが明言されていますので、民生委員に

給与を出すことができません。委員の言われるとおり活動費ということ

で県から補助もありますし、市からも委託料等でお支払をしているとこ

ろです。まずは給与は出せないということだけは御理解いただきたいと

思っています。民生委員におかれましては、実際に民生委員の協議会、

各地区で毎月１回定例会等を開いています中で、確かにいろいろと市か

ら高齢者の調査とかお願いをしているところですので、大変お忙しい身

でやっていただいているのは事実です。ただ、そこで費用が足らないと

かという話は私どもも聞いていませんし、多分皆様方ボランティアの精

神を持ってやっていただいているものと信じています。 

 

山田伸幸副分科会長 今言われたので確保し続けられますか。そういう専ら、

民生児童委員の方の身を削ったような努力というのは、もっともっとた

くさんおられると思っているんでしょうか。 

 

岩佐社会福祉課長 その方々がたくさんおられるものと信じて、私どもでも自

治会等回りながら、お願いしに行くことが一番大切だと思っています。 

 

矢田松夫委員 月に一遍ほど民生委員の方の会議をされていると言われました

けれど、この招集文書はどこが出すんですか、どこが事務を担当してい

ますか。 

 

岩佐社会福祉課長 小野田に１、２、３区と三つの地区があります。その地区

につきましては社会福祉課が民生児童委員の事務局としてやっています。

山陽地区にも一つあります。それは山陽総合事務所の中にあります市民

窓口課が事務局を担当していますので、そちらで招集するようになって

います。 

 

山田伸幸副分科会長 先ほど言われた活動費や委託料の単価というのは幾らな

んでしょうか。 
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桑原社会福祉課地域福祉係長 民生委員の単価につきましては、１年一人当た

り５万９，０００円です。 

 

山田伸幸副分科会長 それは委託料とかの一々では出さないということなんで

すか。 

 

岩佐社会福祉課長 一人当たり５万９，０００円ということで地区民児協に交

付をしているところです。 

 

吉永美子分科会長 民生児童委員の協議会を毎月１回地区ごとに定例会をして

いるということですが、２８年度は７４回やって２９年度６９回という

ことで、回数が減っているのはなぜでしょうか。 

 

岩佐社会福祉課長 例えば小野田地区の全体会議を開いたときには地区の１区

２区３区を開かないということもありますので、必ず月一度はどのよう

な状況でも会うようにはされておられるはずです。 

 

吉永美子分科会長 増減は、年によって変わっていくということですね。この

協議会というのは基本的にどんな協議をされるのが主になっているんで

すか。 

 

桑原社会福祉課地域福祉係長 小野田につきましては、３部会あります。生活

相談部会、身障者部会、それと青少年部会という三つの部会を各地区分

けていまして、それぞれのテーマに沿って講習をしたり、そういうとき

ではない場合には事例検討をしまして各民生委員の中で話合いをしたり

とかしています。また山陽地区につきましても、またそれぞれ同じよう

な部会を設けていまして、部会の中で委員を分けて話し合ったりとか、

また同じように講義スタイルでしています。 

 

吉永美子分科会長 新しく民生児童委員になった方に、それまでずっとしてき

た方が引き継いでいくというか、そういったこともやりながらでされる

んですね。山陽地区は同じような部会と言われましたが、３部会あると

いうことですね。（「はい」と呼ぶ者あり） 
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山田伸幸副分科会長 今見ると、定員が１５８人で実際１４３人ということに

なっているんですが、担当者がいないところへの調査とかいろいろ委託

ものはどういうふうにしているんでしょうか。 

 

岩佐社会福祉課長 実際に担当の民生委員のいない地域につきましては、その

地区の会長が行かれたり近隣の民生委員が調査に行かれたり、そのよう

に実施をしているところです。 

 

山田伸幸副分科会長 その他関係資料その１の４８ページに、生活保護の相談

件数、申請件数、却下件数があるんですが、この相談件数がすごく減っ

てきているんですが、相談そのものが減っているのかそれとも相談に至

らせないようにしているのか。その辺はいかがでしょうか。 

 

坂根社会福祉課主査 相談件数が減ってきていますけれども、有効求人倍率が

平成２９年度におきまして全国的にも１．５７倍、宇部管内でも１．４８

倍ということです。その辺りで稼動年齢層、若い方については就職等で、

経済的に困ることが少なくなっているのかなというところと、あと生活

困窮者の自立支援事業等もありますので、生活保護にはなりたくないけ

れども困っているという方がそちらに相談されたりということで減って

きているのではないかなと思っています。相談を受け付けないというこ

とはないので、相談があれば当然お話を聞きまして、いい方向また他施

策等についても御説明させていただいていますので、これについては相

談を受け付けないということはありません。 

 

山田伸幸副分科会長 申請件数がそれぞれ挙がっているんですが、これはその

まま認定に至っているんでしょうか。 

 

坂根社会福祉課主査 申請件数につきましては申請の意思がある方が申請書を

出されます。それについては、当然銀行の調査、生命保険の調査、資産

調査等をして、生活保護の要件に合うかどうか調査しています。申請さ

れた中で、開始される方、却下される方、取下げされる方はいらっしゃ

います。 

 

山田伸幸副分科会長 それでは生活保護申請書というのは本人が自分で書くこ

とができますね。いつも相談に行ったときに市の担当職員の方が後で持
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ってくるということもあるんですが、窓口にはこれは置いているんでし

ょうか。いつでも相談に来られる方が自分で書いて、それを基に相談に

至るということができるようになっているでしょうか。 

 

坂根社会福祉課主査 現在窓口の棚には申請書をセットにして置いていますの

で、御自由に取って帰られて、後日、申請書を出されるということもで

きます。 

 

吉永美子分科会長 ２目障害者福祉費。 

 

山田伸幸副分科会長 どの項になるか分からないんですが、今、国の官庁でよ

くある雇用、国では厚生労働省がやっているんですが、本市では、これ

は商工労働になるんでしょうか。 

 

辻永障害福祉課長 障害福祉課において就労に関しては、一般就労に至らない

方についての就労の支援ということでのサービスの提供、例えば扶助費

の中であります、就労移行支援給付費や就労継続支援Ａ型・Ｂ型などの

給付費が該当するようにはなりますので、一般就労に関してはちょっと、

障害福祉課は対象… 

 

大井淳一朗委員 今山田委員が聞いているのは、官庁での障害者雇用の水増し

問題のことだと思います。これは担当は直接そこではないと思うので。

これは萩市でも前ありました。調べてもらって、うちの市ではそういう

ことがあるのかどうか。 

 

辻永障害福祉課長 うちではないということをお伝えしようと思ったんですが。 

 

吉永美子分科会長 担当は人事課ですので、これ以上はやりません。１８２、

１８３ページはいかがですか。 

 

矢田松夫委員 扶助費の関係で、不用額の数字が少し大きくなっているんです

が、この内容について回答ができますか。なぜ不用額が増えたのか。 

 

岡村障害福祉課課長補佐 扶助費の不用額につきまして、一番多いのが、就労

移行支援の１，４６０万程度の不用額です。就労移行支援は一般就労に
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向けて事業所内や企業での作業を行う期間限定のサービスですけれども、

利用者が増加傾向にあったことや、支援学校の卒業生等も含めて見込ん

でいました。新規利用者も１０名以上ありましたけれども、期間途中で

の一般就労への移行や就労Ｂへの移行もあり、利用日数の減少による不

用額です。次に多かったのが療養介護医療の６７７万円ぐらいの不用額

です。療養介護というのは、医療機関での機能訓練や療養上の管理、介

護等を行うサービスですが、障害年金の受給が開始されたことで、生活

保護が廃止になり、健康保険へ加入されたことによる不用額です。次に

多かったのが福祉タクシーの約５９５万円の不用額です。こちらは、昨

年度より交付冊数自体は１６６冊程度増えていますけれども、一人当た

りの使用率が少なかったことによる不用額です。もう一つ多かったのが

施設入所の５５７万円ぐらいの不用額ですけれども、こちらは予定して

いた利用者が３名、死亡とかによって少なくなったことによる不用額で

す。 

 

山田伸幸副分科会長 今説明されました福祉タクシーについてお伺いしたいん

ですが、これの支給要件というのは、簡単でいいですから、大事なポイ

ントを教えてください。 

 

大坪障害福祉課障害福祉係長 福祉タクシー券の支給要件についてですが、ま

ず身体障害者手帳につきましては、１級から３級、あと４級の下肢、心

臓、呼吸機能障害になっています。療育手帳はＡとＢ両方対象です。精

神障害者保健福祉手帳は１級から３級までありますが、１級が対象とな

っています。 

 

山田伸幸副分科会長 この福祉タクシー助成が今通常交付分として１，７８８

冊ということですが、人数で言ったら何名の方なんでしょうか。 

 

大坪障害福祉課障害福祉係長 交付人数は１，５２０人になります。 

 

山田伸幸副分科会長 これは初乗り分を給付するということでよろしいんです

か。 

 

大坪障害福祉課障害福祉係長 初乗り分の給付です。 
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山田伸幸副分科会長 下関市で明らかになりました、福祉施設で支援員が暴力

を働くということがあったんですが、そういったことを防止するいろい

ろな活動だとか、あるいはいろんなところでは施設内に監視カメラを設

置するという動きもあるんですけど、本市ではどのような対応を取られ

ているでしょうか。 

 

大坪障害福祉課障害福祉係長 山陽小野田市ではみつば園、まつば園、のぞみ

園等の障害者施設を設けています。そちらにおいては、虐待防止マニュ

アルを作成していまして、施設の運営を行っています。こちらも指定管

理のモニタリング等で問題がないということを確認しています。 

 

吉永美子分科会長 ３目高齢者福祉費。 

 

大井淳一朗委員 老人の日行事補助金は恐らく敬老会だと思うんですが、敬老

会の事業の実施時期ですよね。今回の台風は何とか免れそうなんですが、

私もやる側なんで分かるんですが、台風の時期に敬老会をやるというの

は、まず台風の危険性があること、それから今年あんだけ暑くて今は涼

しくて信じられないんですが、まだ残暑が厳しい時期で、来ていただく

のは有り難いんですが、本当に事故がないかどうかすごい毎年ドキドキ

しています。体育館でやるんですが空調がないので扇風機で対応してい

るんですが、ちょっと不安です。弁当とか持って来てもらうんですが、

万が一そういう時期的にもどうかといういろんな面で、運営する側もま

た来られる側もなかなか大変な状況が続いています。この時期について、

少し市と社協で話し合ってもらえないかと思うんですが、今までそうい

うことはなかったでしょうか。 

 

古谷高齢福祉課高齢福祉係長 今委員が言われましたとおり、確かに９月の時

期が毎年台風で問題になるということ、そして暑さもまだあるんですけ

れども、９月が敬老の月間ということもありまして、県も９月に内閣総

理大臣の記念品や県のお祝い状とかを市に送って、市から渡してくださ

いということもあります。そして、敬老の日も９月にあるということで、

９月の敬老の日に行うということに関しては今まで社協とこの日をずら

すといったことを話したことはありません。 

 

大井淳一朗委員 敬老の日は敬老会をやらなきゃいけないということで今まで
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ずっと来ているんですよ。敬老月間と併せてやる。これも分かります。

ただ敬老月間以外は敬老しなくていいわけじゃなくてちゃんと年中ちゃ

んと敬老の思いは持たなきゃいけなくて、敬老の日をなぜ９月にやらな

きゃいけないのか。違う時期があるんじゃないかといったことも、少し

考えてほしいんですよね。これは自分が運営するからだけで言っている

んじゃなくて、何年か前の台風のときに、台風になったら中止の連絡を

するんですが、連絡が漏れていたところもあって、台風の日に行っちゃ

った方も何人かいらっしゃるんですよね。万が一事故があったらという

ことを考えたら、時期について少し検討していただきたいと思うんです

が、お願いできますか。 

 

古谷高齢福祉課高齢福祉係長 時期につきましては、今、委員が言われました

とおり、今まで確かに検討自体はしていませんでした。今後そういった

面も含めて検討というのはしていきたいと思います。 

 

山田伸幸副分科会長 今の問題に関連して、若い人はいいんですけど、やっぱ

りお年寄りにとってあの時期とっても厳しいんですよ。私も自治会長で

すから当然お世話をする側で頑張るんですけど、汗だくということがよ

くあります。以前須恵校区では、氷柱を置いて、その後ろに大型の扇風

機を置いて回すということをやったんですが、体育館の中をそれで冷や

すというのは、不可能ということなんですよね。私の目の前でお年寄り

が倒れられて、すぐ１１９番して救急車呼んだという経緯がありますが、

そのときもやはりこんな暑い時期にやるのは再検討すべきではないかと

反省会で言ったんですが、そのときに校区長が言われたのは、全市一斉

の行事だからうちの校区だけ変えられないというのが答えだったんです。

やはり今、大井委員が言われたようにこの時期は台風で中止ということ

も何度かありました。晴れたら晴れたでとっても心配なんですよ、そう

いった暑さ対策がね。ちょうどいいような大きさの会場があればいいで

すけど、クーラーが付いてお世話する人と合わせて３００人ぐらいが入

れるようなところはそうそうないですよね。ですから本当にただ検討す

るというだけではなくて、この時期の開催について、敬老の日は敬老の

日でいいんですが、お祝いをするイベントについての開催日をちょっと

ずらすということも、真剣に検討いただきたいなと思うんです。是非そ

れをそ上に上げていただきたいということですが、いかがでしょうか。 
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古谷高齢福祉課高齢福祉係長 確かに暑さという面、台風という面もあります

ので、この時期の開催について、関係部署と社協等含めて検討はさせて

いただきたいと思います。 

 

矢田松夫委員 次の介護施設準備補助金の件でお尋ねしますが、３施設補助さ

れまして、そのうち１施設は議会や行政に案内が来たんですが、それは

いいんですよ、来なかったからとは言いませんが、これにセットで認知

症カフェを一緒に作られたと思うんですが、名前は地域密着型といいな

がら、地域の方がどれほどそこに来られるのかという状況については把

握されていますか。 

 

荒川高齢福祉課主査 認知症カフェにつきましては現在４か所、これは３０年

度ですが、２９年度は２か所の委託をしていました。済みません今手元

に人数の資料がないんですけれども、参加者の人数は把握をしていると

ころです。 

 

矢田松夫委員 また資料は委員会にできれば提出をしてほしいと思うんですが、

いいですか。 

 

荒川高齢福祉課主査 参加人数等については御報告を後ほどさせていただきた

いと思います。 

 

山田伸幸副分科会長 地域の高齢者の支援事業もここの高齢者福祉費でいいで

すか。要するに、地域で自治会とか、それとかいろんな団体なんかがや

っている、介護保険を外れた皆さんに対する支援事業、これはここの項

の高齢者福祉で質問していいですか。 

 

河田高齢福祉課課長補佐 今のお尋ねになった件ですが、恐らく介護保険の特

別会計で実施しています地域支援事業の御質問に当たろうかと思います

のでこちらの一般会計には支出としては含まれていない事業です。 

 

吉永美子分科会長 ４目後期高齢者医療費。 

 

山田伸幸副分科会長 実績報告書ではり・きゅう施術というのが挙がっている

んですよね。これは後期高齢者医療費の中に挙がっているんですが、こ
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れ実際、山陽小野田市で、どれぐらいこれを実施される施療院があるの

かどうなのか分かっていますか。 

 

桶谷福祉部次長 施術所の事業所の数としましては、たしか１６だったように

記憶しています。 

 

山田伸幸副分科会長 そこに実績報告書の中で、初検料は大体分かるんですが

一術、二術とあるんですね、この違いを教えてください。 

 

三隅国保年金課年金高齢医療係長 はり・きゅうのどちらか一つだけをされた

場合は一術、両方された場合が二術となっています。 

 

吉永美子分科会長 ５目国民年金事務費。６目福祉センター運営費。 

 

大井淳一朗委員 その他関連資料その２の１１ページで、中央福祉センターの

指定管理者関係ですが、２９年度は、リスク分担表ですけれども、市と

指定管理者の負担で１件５０万円がラインだということでした。これを

受けて以前、委員会の中で指摘したんですが、ほかのところが１０万円

なのに対してここが５０万になっていることはどうなのかということで、

これについて協議してほしいということをこの場で言ったんですが、そ

の後どうなったでしょうか。 

 

岩佐社会福祉課長 確かにリスク分担表で５０万円ということが出ています。

たしか当初から５０万円だったという話だと思っています。先般、社会

福祉協議会ともほかの施設に比べて高いですよという話はしたところで

す。ただもう既にこの３年間は決めているところですので、今後ちょっ

と検討しなくてはいけないですねということで社会福祉協議会とは協議

はしたところです。 

 

大井淳一朗委員 これ指定管理の審議の中で言ったことなんですが、指定管理

の仕様書レベルでは危険分担表は５０万だけど、これは今まで最初から

こうだからずっとこうっていうのもどうかという問題なので、話してほ

しい。つまり、この３年間はこれで行きましょうじゃちょっとあれなん

ですよね。いま年度途中であれなんですが、せめて来年度ぐらいからは

協議して、少し方向性を考えていただきたい。社協は５０万円について
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はどういった意見を言っているんですか。これでいいよって社協が言う

ならいいですよ。 

 

岩佐社会福祉課長 先般社会福祉協議会とも話をしたところ、特に５０万円の

金額に支障が出ているわけではないのは事実です。ただ、社協がこれで

いいよということは絶対に言わないでくださいねという話もしたところ

ですので、社協とも今から協議しながら進めてまいりたいと思っている

ところです。 

 

大井淳一朗委員 私が言いたいのはこの３年間は指定管理が決まっているんで、

もうこの３年間据置きありきではなくて、変えられるものであればここ

は変えていただきたいということと、あとリスク分担が例えば１０万円

になったとしても、これは別にここの施設だけではないんですが、修繕

の必要が出て、市の負担に該当した場合に、市が迅速な対応をしてくれ

ないということも問題だと思うんですよね。１０万だろうが５０万だろ

うが迅速な対応ということと、指定管理の期間内に見直す考えはあるの

か、この２点についてお伺いしたいと思います。 

 

岩佐社会福祉課長 指定管理者の分につきましては、今後検討させていただけ

ればと思っているところです。迅速に対応したいとは思っていますが、

いかんせん予算がないという理由の中でできないところもありますが、

必要があるものにつきましては、流用や補正予算等組みながらでも進め

てまいりたいと思っているところです。 

 

山田伸幸副分科会長 福祉会館が各地にあるんですけれど、これ、旧小野田市

内に限られますけれど、入浴施設があるところとないところとあります

よね。それについてはどのように考えているんでしょうか。 

 

岩佐社会福祉課長 どのように考えているかと言われましても、もう施設があ

るものは利用しながら進めていきたいと思っているところです。 

 

山田伸幸副分科会長 有帆にも以前はあったんですが、今は使われてないです

よね。これなぜか理由があるんですか。 

 

岩佐社会福祉課長 施設自体はあるのは存じ上げているんですが、なぜ閉鎖し
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たか。その後なぜ使わないかということについてはちょっと把握してい

ないところです。 

 

山田伸幸副分科会長 以前あそこの市営住宅の方から不公平じゃないかという

ことで相談を受けたことがあります。やはりお年寄り、独り住まいの方

にとって、毎日お風呂をたくというのは非常に経済的に大きな負担にな

っているんですよね。ほかの地域の方々にとっても、これは非常に楽し

みにしておられるんですよ、社交場になっている。非常にいい効果、お

年寄りが出掛けていくというそういう効果と、それから更には清潔に保

てるということで、非常にいい事業ではないかと思うんですが、これを

有帆校区だけないというのは、やはりこれは問題ではないかなと思うん

ですが、再開に向けての協議は、されるお考えはありませんか。 

 

岩佐社会福祉課長 施設自体も何年も使っていないのは事実だと思いますので、

それが使えるかどうかもちょっとすいません、まだ把握してないところ

ですので、まずはその調査をしてみてからということでよろしいでしょ

うか。 

 

山田伸幸副分科会長 是非不公平のないようにしていただきたいと思います。

中央福祉センターのお風呂が、昨年末から３か月間ぐらい利用できなく

なって非常に修繕に手間を取りました。これはなぜあそこまで手間を取

ったのか、それをお答えいただけますか。 

 

桑原社会福祉課地域福祉係長 中央福祉センターの風呂につきまして今回エラ

ーが発生したのが、給湯機の部分になります。そこの部分について、ま

ず金額がどのぐらい掛かるかっていうのを把握するのと、その金額によ

って、当然予算がないものでそれをどこから持ってくるかというところ

になってきます。今回につきましては予備費から流用した形にはなって

くるんですけれども、そのあと業者を決めて、発注という形になりまし

た。実際に１回直したんですけれども、その途中で一度違う部品のとこ

ろも故障が発生しましたので、新たに追加の発注をしまして、最終的に

運営に至ったというところになります。 

 

吉永美子分科会長 ７目総合館費。８目人権啓発費。９目臨時福祉給付金費。 
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矢田松夫委員 人材派遣委託料が昨年より大幅に減額となっています。これは

例えば厚狭地区で用もないのになぜ二人もいるのか、二人おらせて委託

料払うよりは、人数が減ったら複合施設で応対したらどうなのかと委員

会で指摘した結果、こういう金額になったのかお答え願います。 

 

岩佐社会福祉課長 昨年度、その前の年との金額についてどのような変化があ

ったか、ちょっと今手元に資料がありませんので後ほど答えさせていた

だければと思います。 

 

矢田松夫委員 昨年の決算審査の議事録を読んだら、こういうふうな回答にな

ったのかなと思ったんですが、そうかそうでないか分からないんですか

ね。昨年比と比べたら、半分ぐらい減っているんですが。委員会の指摘

はこうなったのかということだけでいいんですよ。ほかに要因があれば

別なんですが。 

 

吉永美子分科会長 すぐは出ないでしょうから後で御答弁お願いします。次の

２項児童福祉費の１目児童福祉総務費。 

 

山田伸幸副分科会長 その他関係資料その１の４９ページ、児童虐待相談件数

というのを出していただきました。やはり今、全国的にも児童に対する

虐待を早期発見、早期対処ということが問題になっているんですが、こ

の相談件数を見ると、上下があるというのは分かります。やはりそうい

ったものを近所から通報をもらったらすぐ対処する、あるいは児童相談

所にすぐ通報するということが必要だと思うんですが、今現在山陽小野

田市の中で、この児童虐待に対する取組で何か特色があれば報告いただ

きたいと思うんですがいかがでしょうか。 

 

別府子育て支援課課長補佐 今、委員御指摘のとおり相談件数は毎年相当のば

らつきがあります。虐待件数につきましてはこれはもう間違いなく少な

いほうがいいと、ゼロが一番いいと、当然そう考えています。相談件数

につきましては市と児相とが虐待の対策に当たっているんですが、児相

が一時保護とか措置とかそういう強制的な権力を持っているのに対して、

市はそういう権力がありませんので、基本的に市の役目は未然防止では

ないかと考えています。そういった意味で言いますと虐待件数はゼロが

いいんですが、その前に至る段階で、なるべく早く相談をいっぱい受け
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てその対策ができればと考えています。そういうところでこの４月にス

マイルキッズがオープンした中で、それまで家庭児童相談員が市役所の

中で１名体制で業務に当たっていたんですが、この４月からは、人員を

１名増やして２名体制で、母子保健の関係とかほかの機関とも連携しな

がら、今業務に当たっているというところが特徴といえば特徴かなと考

えています。 

 

山田伸幸副分科会長 よく言われているのが医者だとかあるいは学校の身体測

定のときに、顔はきれいなんだけど体にあざがあるとか、そういうこと

で発見に至るということがあるんですが、そういった注意といいますか

ね、保育所だとか、学校とか、そういったところにそういう観点で、マ

ニュアルとか児童虐待防止に関わるパンフレットを回すとかそういうこ

とはされているんでしょうか。 

 

別府子育て支援課課長補佐 すいません、具体的にパンフレットを作成して配

布するということは実際やっていないんですけれども、法律もいろいろ

変わってきて、虐待と主観的に思った人は通報しなければいけないと法

律ではそういう決まりになっていますので、市では要保護児童対策地域

協議会、いろんな施設、学校、保育所も入ってそういう虐待を予防して

いこうというような機関を持っていて、全体会議なんかも年に数回行っ

ていますので、そういうところでの啓発というのは随時行っているとい

う状況です。 

 

吉永美子分科会長 次の２目児童措置費。 

 

大井淳一朗委員 １９９ページ、子ども医療助成費ということですが、中学３

年生まで１割助成ですが、各市いろいろ対象広げたり、助成割合を増や

したりしているんですが、本市の方向性とすれば、今後拡充していくの

か、拡充していくとしてどのような形で拡充していくのかについて。現

段階での検討状況、２９年度決算を踏まえてどのようにお考えでしょう

か。 

 

別府子育て支援課課長補佐 子ども医療について本市では中学３年生まで１割

助成ということで取り組んでいますが、他市ではどの市も拡大の方向に

向かっていまして、今年度につきましても把握している限りで３市でこ
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の制度についての拡大を１０月から実施する予定と聞いています。現時

点でということで申しますと、拡大の方向性については例えば助成割合

を１割から３割に引き上げるとか、対象年齢を中学３年から高校生まで

引き上げるとか、それから所得制限をなくすとかいろんな組み合わせが

あろうかと思うんですが、現時点でどういう方向で拡大をしていこうと

いう具体的な方向性というのは決まっていません。ただ他市でも拡大の

一途をたどっている状況ですので、今後についてはどんな方向か別にし

て拡大についてもやはりこれは検討していかなければいけないと考えて

います。 

 

山田伸幸副分科会長 川﨑課長にもお伝えしたんですが、ネットでの書き込み

で、病気を抱えておられる子どもの保育の問題に対する市の取組は今ど

のようになっているんでしょうか。 

 

川﨑子育て支援課長 医療的ケアが必要な児童の受入れというお話ですが、医

療的ケアとは医師の指導の下に保護者や看護師が日常的に行う経管栄養

の注入とか、たん吸引とかいったこういった医療行為ですが、そういっ

た支援が必要な児童の保育所入所の希望があった場合ということです。

こういった医療ケアを行うには、看護師といった資格を持った職員を常

に保育園に配置する必要があります。これについては本市では今まで事

例がありません。全国ではそういった事例も生じていますが、県内でも

ないと聞いています。しかしながらこれは今後そういった医療的ケアが

必要な児童が地域支援を進めていく中で必要な事業と思っていますので、

今後こういった受入れについても、市として検討していきたいと思って

います。 

 

山田伸幸副分科会長 その場合は、看護師が詰めて、保育所なりに勤務をする

という形になるんでしょうか。 

 

川﨑子育て支援課長 全国的な先進事例などいろいろ調べてみますと、保育園

に看護師を配置している例もありますし、例えば訪問看護ステーション

等に委託をして、そこから保育園に派遣をするとか、市で看護師を委託

して必要な保育園に派遣するとかのいろいろな手法があるように聞いて

います。それも全ての医療ケア児童に対応できるのかどうか、児童の年

齢にもよりますし、いろいろ検討する事情はあるんですけども、このた
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び国でもそういった支援を進めていまして、国が民間事業所と連携した

医療的ケア児の保育支援ガイドライン、これの作成に着手しているとい

う情報が入っています。こういったものができましたらそれを参考に本

市においても積極的に考えていきたいと思っています。 

 

山田伸幸副分科会長 現在そういう相談があった場合は残念ながらお断りをせ

ざるを得ないということなんでしょうか。 

 

川﨑子育て支援課長 このたびそういった御相談が１件ありまして、窓口では

今現在は受け入れられる保育園がないという御説明はしたところですが、

できれば早急な対応ができないだろうかということで、先ほどの先進事

例の手法も調べまして、今検討をしているところです。 

 

吉永美子分科会長 ３目ひとり親福祉費。（「なし」と呼ぶ者あり）それではこ

こで暫時休憩をします。 

 

午前１０時４０分 休憩 

 

午前１０時５５分 再開 

 

吉永美子分科会長 それでは、民生福祉分科会を再開します。 

 

荒川高齢福祉課主査 先ほど矢田委員から御質問がありました、認知症カフェ

の利用人数についてですが、平成２９年は２か所委託をしていまして、

１か所がひまわりカフェというところですが、そこが４３名、年間の利

用者ということです。もう１か所が高泊カフェということで、こちらが

８７名ということです。このカフェは２か所とも隔月、２か月に１回の

開催となっています。 

 

矢田松夫委員 今の２園については、地域の方においでませとは言いませんが、

チラシを配ったりして地域密着、地域連携をされているという認識でい

いんですかね。 

 

荒川高齢福祉課主査 それぞれの事業所におかれまして、チラシを作成したり、

あとは市も委託事業ですのでホームページや広報で周知をしているとこ
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ろです。 

 

大井淳一朗委員 矢田委員が言われるのは、実際に事業所に縁のある人だけで

はいけないんじゃないかという意味だと思います。より地域に開かれた

認知症カフェじゃなくてはいけないと思うんですが、そういった事業所

に関連のない、介護の家族の方もちゃんと利用は実際にあるのか。なか

ったら、どのようにして利用してもらうように取り組むのかについてお

答えください。 

 

荒川高齢福祉課主査 もちろん、その事業所の方だけではなくて地域の方の参

加もあります。ただ、認知症カフェそれぞれに特色もありますので、今

から周知がまずは必要だと考えていまして、その周知をすることで更に

地域に知られることによって参加者も増えていくように、こちらも努め

ていきたいと思っています。 

 

岩佐社会福祉課長 臨時給付金の人材派遣の金額ですが、２８年度おおむね

１，１００万ぐらいで、２９年度が５００万程度ということです。２８

年度につきましては、６月から９月、１０月から翌年の１月までの２回

受付をしているところです。２９年度については、４月から７月の１回

の受付をしているところです。また２８年度に受付をした際に、やはり

何もしてない状況が見受けられるということで委員会からの指摘、市民

からも苦言を呈されていますので、それに見合う仕事をしていただくた

めに、２９年度若干の変更を掛けていますので、金額に差が大きくなっ

ているところです。 

 

吉永美子分科会長 それでは、４目の保育所費、次のページまで。 

 

大井淳一朗委員 先ほど山陽地区の保育所の再編について議論があったんです

が、日の出の今後の在り方です。場所も海抜０．９ということで決して

良くない。それから出入口も入りにくいという問題があるんですが、今

後日の出保育園、小野田駅北ということになっているんですが、現在の

進捗状況、２９年度決算を踏まえて今後どのようにして取り組んでいく

のか。 

 

川﨑子育て支援課長 日の出保育園の建て替え場所については、今まだ選定の
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検討中です。 

 

大井淳一朗委員 幾つかの候補地の中の一つでありますスマイルキッズの横の

駐車場なんですが、仮にあそこにするとして１７０の定員を確保できる

だけの保育所というのは可能なんでしょうか。 

 

川﨑子育て支援課長 今スマイルキッズの仮駐車場としています土地の周辺を

ということで今の再編計画には挙げています。そういったことも含めて

いろいろ検討している最中なんですけども、例えばあそこの仮駐車場に

園舎を建てる場合というのは、以前にも関係課の協力を得て考えてみま

した。２階建てにするなどして、例えばあそこの仮駐車場の敷地であっ

ても建設は不可能ではないという判断をしているところです。土地の選

定については、先ほど申しましたとおり検討中ですので、選定が決まり

ましたら御報告はさせていただきたいと思っています。 

 

大井淳一朗委員 大体選定が決まるのはいつぐらいなのかということと、現地

の建て替えというのは全く考えてないんでしょうか。出入口の問題は、

その近隣の地権者の方の御協力があれば、できないわけではないかなと

思うんですが、その辺はもちろんはっきりしてないんですが、現地の建

て替えの方向も候補にあるんでしょうか。 

 

川﨑子育て支援課長 再編計画には駅北の市有地周辺と明記していますが、ス

マイルキッズの仮駐車場として使用しているという現状もありますので、

もっと広くというところで、現地ということも含めて広く検討している

ところです。いつ決定するかというのは、今年度中を目標に検討してい

るところです。 

 

矢田松夫委員 委員会で厚陽と出合の保育所に視察に行ったんですが、至ると

ころが老朽化しているという現状があるんですよね。例えば厚陽は子ど

もが落ちてはいけないという板の周りを囲ったり、あるいはその天井か

ら漏ったり、調理室でしたか。出合なんかは便所が３か所ぐらい張り紙

をして使用禁止とか。そういう状況はこの１年間どういうふうに対応さ

れたのか。あるいは今後どうされるのか、いわゆる老朽化した修繕の対

応なんですが。 
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川﨑子育て支援課長 まず、厚陽保育園については、これは当面存続するとい

う方針を出していますので必要な修繕を行っていく必要があると思って

います。今年度においても壁に入ったひびとか、外壁などのひびの改修

は行っているところです。床の張り替えも行いました。厚陽保育園につ

いては、今後できる限りの修繕対応をしていきたいと思っています。そ

れ以外の再編対象となる施設については、園児に危険が及ぶようなもの

については、これは早急に修繕対応を現在もしているところです。その

ほか可能なものについても、できる限りの応急処置はしていく方向です。 

 

山田伸幸副分科会長 保育所の再編で、先ほど出た駅北については、まだ北側

にある民間の保育所から非常に激しい反対の声が上がっているんですが、

そういったことも考慮されるんでしょうか。 

 

川﨑子育て支援課長 その御意見については、場所がどこになっても民間圧迫

は市としては行いませんという御説明をしていますので、これに変わり

はありませんが、そういった御意見も踏まえて選定を検討しているとこ

ろです。 

 

山田伸幸副分科会長 それと前にも言ったんですけど、全国で非常に問題にな

っているゼロ歳児の事故の防止策、これは非常に緊急性のある対応が必

要だと思っているんですが、毎月のように起きているとお聞きしていま

すが、山陽小野田市の市立保育所ではどのような対応をしているんでし

ょうか。 

 

川﨑子育て支援課長 公立保育所については毎月園長会議を行って、各園の様

子を聞いているところです。園児の安全管理については、ゼロ歳児はも

ちろん全園児について、保育指針に基づいた適切な保育運営というのを

各園長にはお願いをし、確認をしているところです。園長についてもそ

の都度必要な研修等に出向いて、そういった研修も受けて、園職員にフ

ィードバックというところで、適切な対応をお願いしているところです。 

 

山田伸幸副分科会長 寝かせ方はどのように指導されているんでしょうか。 

 

川﨑子育て支援課長 すいません、寝かせ方については確認していませんが、

各園において、そういった危険なことがないような対応はしていただい
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ているところです。基本的にうつ伏せ寝は行っていないという認識です。 

 

山田伸幸副分科会長 それと、厚陽保育所の件で、一般質問でも出ました職員

の駐車場の件はどのように解決されようとしているんでしょうか。 

 

川﨑子育て支援課長 昨年度もいろいろ、できる限りの対応をしているところ

で、前の市道の部分に建設部の協力を得て白線を引いたり、対応をして

いるんですが、抜本的な対応にはなっていませんので、今後また検討す

る必要があると思っています。まだ検討中です。 

 

大井淳一朗委員 先ほど副委員長の質問の中で、小野田駅北の近くの保育園の

民業圧迫になってはいけないという点では私も同じ考えなんですが、そ

のために定員を調整するということは考えているんでしょうか。１７０

を１４０にするとか。いかがでしょうか。 

 

別府子育て支援課課長補佐 民間で保育の受け皿を拡大していただくことが実

現するのであれば、再編計画、日の出の建て替えについては、進行の途

中ですので定員の調整というのは、柔軟に考えることができるとは考え

ています。民間で受け皿が拡大するのであれば、日の出の定員は今１７０

にしていますが、もうちょっと縮小ということも考えたいと思っていま

す。 

 

大井淳一朗委員 民間の受け皿があればということなんです。つまり民間の受

け皿のないまま１７０を１４０とかに減らすと、日の出に行きたいあの

辺りに行きたいというニーズに沿わなくなってしまう。それであれば、

今の駅北に無理して造るよりかは、今の候補地ではなくてもほかの現地

建て替えも含めて、ほかの選択肢もあるのではないかということで質問

しました。私を含め委員の意見を参考にしながら今後進めていただけれ

ばと思います。これは意見です。 

 

吉永美子分科会長 ５目家庭児童福祉費。６目児童クラブ費。 

 

山田伸幸副分科会長 児童クラブ費はその後の７目の児童館費ともリンクする

問題なんですが、現在、児童館全体を使って児童クラブをやるという実

態があろうかと思っているんですけど、少なくとも児童館という名前が
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付くからには、その居室も確保するべきだと思うんですが、実際には児

童クラブの子どもたちが一杯一杯になっているという状況なんですけど、

児童クラブの在り方と児童館の今の面積等がこれで十分なのか、その辺

のお考えをお聞かせください。 

 

川﨑子育て支援課長 今言われたとおり、確かに児童館で児童クラブを実施し

ている場所においては、必要な児童館スペースが児童クラブに占用され

ているという事例があります。この解消には難しい問題が多々あります。

児童館の専用スペースの確保も当然必要と思っていますが、まずは児童

クラブの受入れ、こちらの課題を優先して市としては取り組んでいると

ころです。この児童クラブ拡充方策の課題が解消された後に、児童館ス

ペース、同時に考えてはいるところですが、児童クラブをまずは優先し

てと思っているところです。 

 

山田伸幸副分科会長 須恵なんかでは、学校の空き教室の利用が進んでいると

思うんですが、高千帆も高千帆中学校を利用するという方向だと聞いて

いるんですが、これできちんとした児童クラブの運営が、目の行き届い

た運営ができるんでしょうか、離れてしまうんですけど。その辺いかが

ですか。 

 

川﨑子育て支援課長 確かに須恵小学校については、小学校の空き教室があっ

て利用させていただいてという、とても良い事例なんですけども、その

ほかの学校については空き教室は現状ないという状況です。高千帆児童

クラブの拡充に関して、中学校の部屋が空いているというお話がありま

したので、それについて検討はしているんですが、なかなか課題が多く

あります。中学校の活用は今難しいのではないかなという考えもありま

すので、高千帆児童クラブの拡充については、もっと広い視野で今検討

しているところです。 

 

山田伸幸副分科会長 実際もともと非常に狭い敷地に建てられましたよね。や

はり、一番いいのは、学校の敷地内にあるのが一番理想的ですが、高千

帆小学校は児童数も多いし、空き教室もない。その中で、児童クラブの

運営を考えていかなくちゃいけなくなっていると思うんですよね。やは

り児童クラブを中心とした児童館の運営にならざるを得ないんですが、

今の児童館の場所を移動するような、そういうお考えはお持ちでしょう
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か。 

 

川﨑子育て支援課長 現在は児童館の場所を移転する考えはありません。 

 

山田伸幸副分科会長 もう１点心配なのが待機児童の件です。須恵も待機児童

が発生していますし、ほかにも、高千帆でも発生しているはずですが、

これに対する対応を、どのように考えているんでしょうか。 

 

川﨑子育て支援課長 現在、児童クラブ待機児童が生じているのは、高千帆小

学校区のみです。ただ、６年生までの受入れがまだできてないというの

はありますが、でもまずは６年生受入れの前に、現在の待機児童の解消

に取り組むことが第一だと考えています。高千帆児童クラブの拡充につ

いては、先ほど申しましたとおり、広い視野で、現在検討しているとこ

ろです。努力いたします。 

 

大井淳一朗委員 今の話についてはなかなか担当課だけのレベルでは難しいか

もしれません。もしよかったら副市長、何かコメントがあれば。 

 

古川副市長 御指名いただきましたので。今このような働き方改革で女性も社

会に進出するという状況の中で、やはり学童保育というのは今後も需要

が出てくるということは想定されます。先ほど高千帆中学校の空き教室

がいろいろ問題になりましたが、これにつきましても、やはり今後いろ

んな空き家とかいうのもあると思いますが、いろんな方面からアプロー

チをしていく、空き教室もあるでしょうし、かといってすぐ箱物を造る

というのも財政的にも厳しい面がありますので、今後、空き家の活用も

一つの例かもしれません。また議員の中でこういう案があるというよう

なこともお示ししていただけたらと思います。副委員長は笑われました

けど、こういうものは、同じベクトルで考える必要があろうかと思いま

す。ただ、単にどうしろこうしろというより、もし案がありましたら、

示していただきましたら、私どもも、当然それを参考にして、施策を展

開していくので、政策を提言してください。 

 

大井淳一朗委員 これは２９年度ではないと思うんですけど、私たちが視察に

行きましたコンビニの跡地を活用したところがあります。私は民間の発

想を活用するというのも、一つの手だと思っていますし、あそこに行っ
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て、ああなるほどなと思ったのは、隣接の、運営されている方が幼稚園

も保育園もあるということで、そのノウハウを児童クラブに当てはめる

ことができるということもあります。これは可能かどうか分かりません

が、あの辺りには幼稚園とかもありますので、そういったところのノウ

ハウやスペースというのも活用できるんじゃないかと思うんです。政策

提言と言われたので、ちょっと案を出してみたんですが、いかがでしょ

うか。そういうことも少し考えているんでしょうか。 

 

川﨑子育て支援課長 先日御視察いただきました厚狭第二児童クラブ、これは

言われるとおり、とても良い事例だなと思っています。高千帆小学校区

についても、実はこちらで校区内にある幼稚園には何度か打診はさせて

いただきました。やはりなかなか園としては、現在校区内の幼稚園は施

設設備もないという問題もありますし、なかなか対応が難しいという返

事を頂いているところです。 

 

吉永美子分科会長 ７目児童館。 

 

山田伸幸副分科会長 これは決算ですから、予算に関わることで聞きにくいん

ですけど、厚狭地区の児童館というのは、これは第一次総合計画の中に

もうたわれていることなんですが、何か検討されたんですか。 

 

川﨑子育て支援課長 山陽地区に児童館がないということで、石丸総合館が児

童館という位置付けにはなっているんですけども、それだけではなくと

いうことが計画には挙がっていますので、これについては、例えば既存

施設の活用なども含めて今後検討していくと担当課では捉えているとこ

ろです。 

 

吉永美子分科会長 ３項生活保護費の１目生活保護総務費。 

 

大井淳一朗委員 ドラマでも話題になっていますケースワーカーですが、女性

のケースワーカーの必要性については、この委員会でもたびたび指摘さ

れているところなんですが。現状と今後、拡大に向けての検討状況を伺

いたいと思います。 

 

岩佐社会福祉課長 現在ケースワーカーは８名います。８名のうち、今年度４
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月から１名の女性のケースワーカーがやっと来ていただいたというとこ

ろです。特に女性のケースワーカーが女性のケースを担当するというわ

けではありませんので、男性と同じように各地区を持って、回っていた

だいているところです。ただ、全てがというよりも、ケースによっては

女性のケースワーカーのほうがいい場合もありますので、その辺りを配

慮しながら進めているところです。 

 

山田伸幸副分科会長 これは私も実際に立ち会った事例だったんですけれど、

非常に女性のケースワーカーが親切で、病院との対応の窓口にもなって

いただいたりして、本人も大変喜んでおられる。やはり女性のケースワ

ーカーならではの問題、女性の様々な苦悩を酌み取っていただける、そ

ういう担当者で非常に良かったなと思っているんですが、そういう配慮

はちょっと男性には無理だと思うんですね。そういった意味でいうと、

複数配置していただいて、女性のところに男二人が行くということを、

できるだけ避けるようにするべきではないかと思うですけど、現在、独

り住まいの女性のところに男性二人が行って、指導に当たるということ

があるんでしょうか。 

 

坂根社会福祉課主査 ケースワーカーは地区担当で、それぞれ地区ごとで家庭

訪問となっていますので、基本的に家庭訪問等については担当ケースワ

ーカーが行っています。何かしら指導等があれば、二人で行って指導す

るということはあります。 

 

大井淳一朗委員 少し気になったんですが、地区担当のケースワーカーに当て

られるのはいいんですが、例えば女性のケースワーカーが高千帆地区に

配置されているなら、高千帆しか行かないというのはまずいのかなと。

つまり、ケースによっては柔軟に対応すべきだと思うんですけど、その

辺りはいかがですか。 

 

坂根社会福祉課主査 基本的には、先ほど言いました地区ごとの担当ですけど

も、ほかの地区でも、どうしても難しい問題が出て、女性のほうがいい

ということがあれば、一緒に地区担当とともに行くことは可能です。 

 

吉永美子分科会長 ケースワーカーは大体８０件が基本になっていると思うん

ですが、その辺は大丈夫でしょうか。過剰になっているということはな
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いですね。 

 

坂根社会福祉課主査 ないです。 

 

吉永美子分科会長 家庭に行かれるということですが、家庭に行っても不在で

いないという、そういった方々に対しては、家庭に行くというのは基本

だと思うんですけど、その辺はどのように努力されていますか。 

 

坂根社会福祉課主査 家庭訪問をして不在の場合は、不在連絡票等を置きまし

て、連絡を待つ。また、連絡がない場合は、もう一度お伺いして、何度

も足を運び、会うようにしています。 

 

山田伸幸副分科会長 問題になっている今年の猛暑です。これに対応するため

に、エアコンを欠かすことができないと思うんですけど、私が知ってい

る方は３７度のお宅におられたんですよね。その方がどういうふうにし

ているかというと、福祉センターに行ったり、あるいはサンパークに行

くなどして、何とか家にいないようにして、しのいでいる。しかし、夕

方帰ってきたら、とても家に入れるもんじゃなくて、開けっ放しにせざ

るを得ないという状況がありました。今、市としては風が通り抜けない

ような家庭に対する援助というか、指導というか、それはどのようにし

ているんでしょうか。 

 

坂根社会福祉課主査 生活保護におけるエアコンの設置につきましては、本年

度４月以降に生活保護が開始された方については、エアコン等がない場

合については、エアコンの設置については購入できるようになっていま

す。それ以前に開始された方につきましては、現在では、社会福祉協議

会の生活福祉基金から貸付金という形でお金を借りて、エアコンの設置

をできるようにはしています。 

 

山田伸幸副分科会長 エアコンの設置というのは、安ければ五、六万でできる

場合もあるんですけれど、それでは足りないと思うんですけどね。基本

的には１台を置いてもいいという判断でしょうか。 

 

坂根社会福祉課主査 エアコン設置につきましては今年４月以降の新規開始の

方につきましては、限度額が５万ということになっています。設置費用
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は別で、機器として５万ということになっています。社会福祉協議会か

らの貸付金につきましては、特に制限はないですけど、当然家族の人数

等に応じた形にはなっています。 

 

山田伸幸副分科会長 貸付金ということは、生活保護費の中から返済をしてい

くということになりますよね。そうすると生活を圧迫せざるを得ないと

いう状況になると思うんですけど、エアコンを付けるための、今後、電

気代の維持も必要になってくるんですけど、そういうのは保護費の中で

見ているんでしょうか。 

 

坂根社会福祉課主査 エアコンを付ければ確かに電気代等が跳ね上がってくる

かと思いますけれども、現在のところは国の方針におきましてもエアコ

ン等の電気代につきましてはあくまでも生活保護費の中でということに

なっています。 

 

吉永美子分科会長 では２目扶助費。４項災害救助費。１０款、２７４ページ

の教育費の幼稚園費の中の２０節扶助費。 

 

大井淳一朗委員 直接関連はしないですが、このように幼稚園就園奨励費は担

当が福祉部の担当になったということなんですが、以前から委員会で指

摘されていたいわゆるこども部の設置の検討について今、原課とすれば

どのような考えでしょうか。 

 

古川副市長 幼保一貫ということで昨年来から議会から御提言いただきました。

まず一環として、こども福祉課という名称を子育て支援課という名称に

変え、教育委員会が所管していましたものも子育て支援課に下ろして、

一体的に所管をさせているところです。そうした中でこども福祉部です

か、１０万都市になりますとそういうような部を作っているところもあ

りますが、現在のところは一応教育委員会で所管していたものを子育て

支援課で一体的に所管する中で進めていきたい。今後、もっともっと需

要等が出た場合、またその辺りで組織なりは考えていきたいと考えてい

ます。 

 

吉永美子分科会長 よろしいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）質疑は終わり

たいと思います。それでは委員間における自由討議を行いたいと思いま
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す。では執行部は退席をお願いします。１１時半まで休憩します。 

 

午前１１時２８分 休憩 

 

午前１１時３３分 再開 

 

吉永美子分科会長 それでは、民生福祉分科会を再開します。ただいまより委

員間における自由討議を行いたいと思います。是非活発に挙手をしてい

ただいて意見を述べてください。よろしくお願いします。 

 

大井淳一朗委員 基本的には審査対象事業の中からということで、もちろんほ

かにも問題点があれば議論したいんですが、一番上にあります空家の対

策、これは執行部も近年は一生懸命取り組んでいるところではあります

が、空家等対策の強化ということで空き家の適正管理と空き家の利活用

両面あるわけなんですが、市の目指す方向性とすれば利活用なんですが、

実際市民のニーズっていうのは、空き家の適正管理なんですよね。この

適正管理が十分に機能していない嫌いはあります。助言・指導まではい

くんですけれども、勧告となるといわゆる協議会に掛けないといけない

ということもあります。そこでちょっとスピーディーさが欠けるのでは

ないかなということは感じました。適正管理を今後も進めていかなくて

はいけないと思っています。あわせて、空き家の利活用、空き家バンク

を検討されているということが基本計画の中にありますが、これもなか

なか簡単にいかないので、私たちも先進地も見ながら、政策提言してい

かないといけないし、執行部は前回、空き家バンクに失敗したところも

ありますので、この辺も設置に向けて、設置するなら機能的なものにし

ていかないといけないというところで空家対策は進めていかなくてはい

けないなと思います。この空家対策について皆さんと自由討議したいと

思います。 

 

吉永美子分科会長 今の大井委員の御意見について何か意見があれば。 

 

杉本保喜委員 私もそう思います。今回の場合には、空き家の状況調査が終わ

ったという段階で終わっているわけですよね。これから本腰を入れると

いう内容になっていくと思うんですよね。したがって、これからどのよ

うな形でアプローチしていくかっていうことをやはり行政が明確に示し
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ていかなきゃいけないと思います。 

 

吉永美子分科会長 所管事務調査で委員長報告した中に執行部が言っていたの

が、今回の空家等対策計画は防犯っていうところに重きを置いたってい

うことがあって、やっぱりそれ気持ちは分かるけれども、防犯などそう

いったあれは分かるけど、要は前進していかないと空き家があるという

ことを正に活用しないといけないので、その辺はやっぱり今後委員会と

しても、どうやって利活用していくかっていうことも含めて、空家対策

が進みますように、提言を重ねていかないとと思っています。まだ全く

先が見えていませんね、補助事業も出てきているわけでもないというこ

とですので今後が大事だと思います。 

 

松尾数則委員 大井委員が言われたんですが、空家対策については全然進展し

ていないといっていいぐらい進展していない。他市なんかみると空家対

策室とか設けていろいろ頑張っているところもあるわけなんですよね。

ただ空家対策について民生福祉で対応するというのは難しいような気が

するんですよ、正直言って。利活用とかいうのはちょっとまた違うかな

って気がしますし、その辺のところをどのように捉えていくのか、何か

難しいかなという思いは持っています。 

 

大井淳一朗委員 空き家の利活用とありますけれども、単に一般の民家だけで

はなくて、空き店舗とか、農家とか、地域あるいは空いている形態によ

ってもいろいろ違ってきます。松尾委員の言われるように、例えば空き

店舗対策については商工労働課だし、農家といったら農林水産も関わっ

てくるかもしれない、定住策となると厳密には民生福祉ではないという

ことで、全市的な対応というのは前から議会からも言っているんですが、

そういったことは組織的なもの、母体となるところは市民生活課でもい

いんですけど、できれば松尾委員の言われるような特化した部署ってい

うのは望ましいとは考えます。そこが起点となって、空家対策を打って

いくということです。防犯の面は市民生活、旧生活安全課が対応してい

くということが本当は望ましいと思います。 

 

杉本保喜委員 インターネットで空家対策というのを引くと、各県、市町でそ

れぞれやっているんですけれども、一例として、山形県の県土木整備部

が空家対策取組フローチャートを作っているんですよね。これを見て流
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れてやっていくと非常に分かりやすい。それぞれどの担当がやるかとい

う形が明確に表れているわけですね。今、皆さんがお話されたように行

政もやはりそれぞれの餅屋は餅屋で何をやるかということを、フローチ

ャートの中で組み上げていってかかるというようなことをすれば、市民

も分かりやすいし、全体として明確な動きが取れると思うんですよね。

ただ、今回第１段階が終わって、私は取りあえずやらなきゃいけないな

と思うのは、Ｅ判定になったものについてどのように行政指導していく

かということは非常に喫緊の課題だと私は思うんですけど、そういうこ

とも含めて、さっき言ったような取組図、フローチャートをしっかり作

って、皆さんに明らかにするということが必要だと感じます。 

 

山田伸幸副分科会長 この空家対策を移住対策と結び付けてやっているのは、

人口を増やしていこうということに積極的に取り組んでいるところが力

の入れ方がすごいんですね。私も視察に行ったところでは、地域ごとに

担当者を配置して、その地域というのは、公民館ごとに専任が配置され

て、そこでどのように空き地があり、どのように農地があり、どのよう

に人口分布があって、移住希望者がそこの地域を魅力的と感じるように

努力をしているんですね。その結果、移住者が来ればその空き家を上限

が２００万円だったかな、改修費も出して、住まわせて定住させるとい

う努力をしているんですね。これは特に島根県の吉賀町だとか邑南町、

それから匹見町とか、いろんなところがそういう独自の取組を強化して

います。この山陽小野田市は、どういう立場でね、問題空き家の処分を

するのか、それとも人口定住を目指していくのかというビジョンがまだ

なかなか見えてこないんですね。だからそれをやっぱり議会としてはっ

きりと人口定住に向けた方向とそれから問題空き家の迅速なる対処、こ

れが取り組めるようにやはりきちんと意見を言っていくべきではないか

なと思います。 

 

矢田松夫委員 これは空家対策の強化事業になっていますけど、今回の審査対

象については前任者が実態把握をしたと、市内の実態調査が分かったと

いうこと以上に物はなかったと私は思います。今回の質問の中でも、例

えば、空き家のブロック塀どうするかっていうのは市民生活課なんです

けど、例えば都市計画課と建築住宅課にもそれぞれ補助金とか、対処に

ついては三つの課が、市民生活課と都市計画課と建築住宅課、空き家の

ブロック塀一つとってもね。そういうふうにまたがっていますので、早
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急に一つの対応策を練ったほうがいいんじゃないかと審査の中で感じた

ということです。強化事業ではなくて、空家対策事業が分かったという

ことです。 

 

吉永美子分科会長 ほかの事業いかがですか。 

 

矢田松夫委員 地域コミュニティ事業で、また今回も宝くじのがあったんです

けど、これは市民あるいは団体に、市民というより団体にあまり周知さ

れてないのが今回の審査内容で分かりました。それから、特定のふるさ

とづくりの団体は受け皿となっているのが現状ではなかったかというの

が今回の審査事業で明らかになったわけです。それから三つ目は、本当

は市のふるさとづくり協議会が、一括して管理をしなくてはいけないん

ですが、そういう管理をする倉庫なんかありませんので、分割で管理を

すると。そこで、そこの管理したところが中心に使うということになっ

ているのが、明らかになったんじゃないかと思います。 

 

大井淳一朗委員 矢田委員の言われるとおりです。その一方でコミュニティ助

成の対象の線引きっていうのをきちっとしておかないといけないと思い

ます。あくまでもコミュニティに対する助成ですので、個人利用であっ

てはいけないということがあります。申請の際には呼び掛けると同時に、

申請の段階で、本当にその助成をすることでそのコミュニティの活性化

につながるかということ、本来の目的に沿うような形で事業を進めてい

ただきたいと思います。事業の方向性については、その辺が課題にあり

ながらも、今後も続けていただきたいと思います。 

 

吉永美子分科会長 ほかの事業については。 

 

山田伸幸副分科会長 ナンバー１７、手話通訳者設置事業というのがあるんで

すが、その前に市としてやるべきことが一つあるんですね。というのは

手話を公用語とする条例設定が私は必要であると思っているんです。こ

れは全国でいろんなところが手話を公用言語に条例で定めて、市役所や

いろんな窓口に手話通訳者を配置するということもやっているんです。

まずこの手話というものが、そういう位置付けであるということを認識

させる上でも、そういう条例化が必要ではないかなと思います。 
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大井淳一朗委員 手話言語条例につきましては請願が出されたという経緯があ

ります、採択されたと思うんですが。県内でも幾つかの市で、その条例

の制定があります。私たちとすれば市に呼び掛ける方向もあるんですが、

私たちから議員提案も可能ですので。どのような形がいいのかはこの委

員会でも検討していかなくてはいけないと思います。 

 

矢田松夫委員 私は事業じゃなくて、自由討議は今回の一般会計の決算審査の

中で、執行部がこういうふうにして、私たちがこういうことになって、

こういうふうにしたらいいんじゃないかというのが、あるいはその問題

点が明らかになったことを自由討議で言うのが本来の自由討議だろうと

思うんですが、違ったら違うって言ってください。今みたいな、次のこ

とをどうするかというんじゃなくて、今回の審査で明らかになったこと

をここで皆が言うのが、本来の自由討議じゃないかと思うんですけどど

うでしょうか。 

 

吉永美子分科会長 極力、将来よりもこの事業についてやったほうがいいです。

もちろん。それは当然そうです。ほかにはありますか。 

 

矢田松夫委員 １６番の新火葬場建設事業ですが、結局、民福の委員会で要望

したことが、事業に反映されているのかという点検をしたんですが、ガ

ラスをあそこに置く以外に、ほかに何の要望を聞き入れたかという議論

をしたんですが、結局余り成果がなかったように思うんですがどうなん

ですか。 

 

吉永美子分科会長 前の委員会で例の各務原市行きましたよね。やっぱりそこ

は本当に迷惑施設というよりも近所の方が寄り付くということで、委員

会の中でも、火葬される以外のところで使うようなことができないかと

かいろんな話があったと思うんですけど、ガラスについてもイメージが、

ちょっと思っていたのと違うなというのは思います。執行部が言われて

いることは分かるんですよ、建物自体に入れ込むのが難しいというのは

分かるんだけど、だけどあの建物を造る前に言っているわけだから、設

計事務所とガラス造形作家で協議してもらうというところなので、作っ

たものをポンとはめるんじゃなくて、例えば線とかでガラスががぁっと

入るとか、もっと違うイメージを持っていたので、その辺はちょっとね。

確かに昨年７月にやったときにあそこにはめ込むのあれだから作ったも
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のをという形は言われているけれども、どんな感じなのかなというのが

見えない、はっきりしたことを言われないし、何メーターで何個置くと

か、そういうこともないし、だからこの前も見えませんでしたよね、委

員会の中で。ありますと言われるけどじゃあどのぐらいあるかって聞い

てもはっきりじゃ何メーターの間に何個ずつとかそういうのもないし、

その辺が逆に執行部は見えていないのかなというのは思いました。それ

と前の委員会で言っていた例の名前についても協議しますとあったけど、

どこまで協議していただいたのかなというのが、何かちょっと疑問です

ね、矢田委員言われるように。 

 

山田伸幸副分科会長 今の点でいうと、やはりまだ市に迷惑施設という考え方

が取り付いているんじゃないかなと思わざるを得ないんですよ。ですか

ら、近所の人の理解が得られないということで苦しんでいる。やっぱり

そういったことにしても、なぜそういうふうになっているのかというの

をきちんと捉えて、これはもう迷惑施設ではなくて、市民の憩いの場で

もあるんだという形ができなかったのだろうかというのも考えています。

私は、以前の委員会に所属していませんでしたが、非常に夢のあるよう

なそういう新しい発想の建物が委員会の提言を受ければできるんだろう

なと思っていたんですが、単なる火葬場でした。いろいろ施設的な配備

はされているというのは分かるんですが、火葬場以外の何物でもないと

思いました。 

 

大井淳一朗委員 ハード面でガラスを入れたり、託児所を設けたり、エントラ

ンスは不十分ながらも、ハード面では一定のものがあるかもしれません。

問題はソフト面というか、機能ということで、今山田委員が言われるよ

うに、例えば、市がここは一般的に開放する、地域の交流場にするって

やったとしても、今度は市民の意識とすれば、あそこは火葬場だという

ことで使ってもらえないというところもあるんですよね。だから、市側

も市民の側も、火葬場って今造られているものに対する意識というのは

両方ないとその辺の課題はクリアできないのかなと思っています。ただ

せっかく造るのであれば、従来のイメージを払拭するような何か手だて

はないかと思っています。 

 

吉永美子分科会長 山陽消防署ができているじゃないですか。あそこも消防の

職員に聞くとやっぱり近所の人が喜んでいるという話を聞いたんですよ。
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すごいすてきな建物になったでしょ。だからやっぱり造り方だと思うし、

行政がどのように訴えていくかによっても変わってくると思うんですよ

ね。山陽地区というのはイメージとして警察も持って行かれた、病院も

持って行かれたと、一部の住民でしょうが、そういうあれがあるわけで

すよ。だから、いいもの造ってくれたよねって、寄って花とか木とかを

めでられるよねって、そういうふうになってほしいなってすごく思うん

ですよね。迷惑で寄り付かないんじゃなくて、寄り付くという建物にす

べきじゃないかなって。その辺は矢田委員も多分同じ思いでおられると

思いますので。やっぱり今後建設が進んでいく中で、もしかしたら１１

月ぐらいにはできていくでしょうから、また様子見ながら、言えること

は言って改善されるところは改善を迫っていくのも必要かなと思います。

イメージを払拭してほしいという思いは強いですね。 

 

杉本保喜委員 実は私もそう感じます。今日、副市長がネーミングは考えない

んだと言われた、その一言でこれは火葬場そのままで行くんだなと感じ

たんですけれど。山陽小野田市火葬場という名前にしてしまえば、迷惑

施設ですよという感じが出てきちゃうんですよね。だからやはりインタ

ーネットであっちこっち見てみると、何々苑とかそういうような名前を

付けて、迷惑施設ではなくて、そこで憩いの場にもするという形にする

ことによって、火葬がない場合には、ほかの形で利用できると。有効活

用ができるという形もやはりこれからの施設というのは、一つ考える必

要のある項目であると思っています。我々も今までどおり山陽小野田市

火葬場という形で行くことはできるだけ避けるような動きが必要ではな

いかと感じています。 

 

吉永美子分科会長 ほかの事業はよろしいですか。 

 

山田伸幸副分科会長 終わったことではなくて、保育所の災害対応というのが

これまだ何も解決してないと思わざるを得ません。水害にしても地震災

害にしても、何も対処できないああいうところに造るということに対し

て、何も言わないということはあり得ないと思っていますので、これは

是非活発な議論が必要ではないかなと思います。 

 

矢田松夫委員 今日初めて部長が出合公民館、出合保育所の裏が危険箇所と言

われたが、びっくりした。ということは建物は解体の道に行くという方
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法しかないんですよね。そうなると私たちが委員会の中で市民懇談会し

た中では、地域住民の人は是非あそこを有効利用したいから残してくれ

と。こういう意向と真っ向から反対というんかね、あの当時に言うてく

れればよかったですね。今日突然言うからね、今後の建物の有効利用の

在り方を是非していかないといけないという宿題が残ったような気がし

ます。二つ目はやっぱりあそこは水害の対象ですので、そのために逃げ

道として屋上を造ったということを今日言われましたけど、果たして水

が引くまで２階で待っているような状態が必ず私は来ると思います。も

う逃げ場がないですよ、下津にしても広瀬にしても、一丁田、下村にし

ても水が来たら逃げるところはありませんので、そういう危険箇所につ

いては水害を待つというよりは、対応については委員会の中でもしっか

り議論していかなくてはいけないんじゃないかと思いました。 

 

大井淳一朗委員 災害対応につきましては海抜を見てみますと、今度建てられ

るところがどれぐらいの海抜かというのは分からないんですが、下津が

６．２ですから大体それぐらいだと思っています。出合を除けば、日の

出が０．５、下津が６．２、厚陽が４．５、厚陽のほうが危ないですよ

ね、あそこ近くにありますから。津布田が４．７、出合は１７．９です

が、出合公民館が土砂災害のときは避難所としては適切ではないという

データが出ています。どこも実は危なくて、いかにソフト面というか、

災害においてどういう場合に登園をさせないとか、避難をさせるとかそ

ういった対応というのは、常日頃からやっておかないと、ほかの私立の

保育園もほとんどが海抜低いところにありますので、対応はマニュアル

を作られていると答弁がありましたけど、作るだけではなくて実践もこ

れまで以上にやっていかないと、未然に防がないといけないというのは、

当然必要だと私も思います。 

 

矢田松夫委員 最後の急患診療ですが、やっぱり何で市民病院の中にこれを造

らんのかというのは、今回の議論の中でも前進しなかったですね。今セ

ンターで臨時に開設するよりは、総合病院の中に作っていくことで、救

急医療体制を充実強化したほうがいいんじゃないかと思うんですが、こ

れも今回、２９年度ですけど、恐らく３０年度もそういう方向でいくと

いうのは執行部の回答でしたので、非常に不満足な状況で終わったなと

いう気がしてなりません。 
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大井淳一朗委員 この急患診療事業につきましては、設備が十分でない、山田

委員は特に現場を知っておられるのでその辺の指摘もあったところです

が、少し気になった答弁としては広域化を考えているということです。

これはすなわち琴芝に統合するということで、これが果たして市民にと

っていいのか悪いのか、これは考えていかなくてはいけない。先ほど市

民病院の中に急患診療を置くという意見に対しては、なかなか市民病院

との調整がいっていないということなんですが、確かに小野田保健セン

ターは老朽化で施設としても耐震性も恐らくないでしょうから、あるん

ですけど、だから、琴芝に統合となっていいのか、これは少し議論の余

地があろうかと思います。その一方で、山口市もあれだけのエリアの中

で限られた数ですので、広域的な行政が今ある一方で、流れもあります

ので、子どもについては車で移動すれば琴芝に行くことはそんなに遠く

はないので、一部の負担金をもってやれば対応できるという考え方もあ

ります。急患診療業務の方向性については、今回附帯決議うんぬんでは

ないかもしれませんが、少し考えていかなくてはいけないと思っていま

す。 

 

吉永美子分科会長 インフルエンザがはやるじゃないですか。結局、別でする

とこなくて車の中で待っているとか、そういう話だからちょっと違うだ

ろうという、急患診療所として本当どうなのかなというのは思います。

それを皆さん同じ思いだろうと思います。 

 

大井淳一朗委員 先ほどの話の補足なんですが、親御さんの中では小野田は施

設が十分でなく待つこともあるので、琴芝に行ったほうが早いと言って

行く人もいるんですよね。だから広域化が全て悪とは思っていません。

ただ一方で、小野田から急患診療所がなくなるのがいいのかという意見

も当然ありますので。これは両面から見ていかなきゃいけないと思って

います。 

 

山田伸幸副分科会長 私の主治医があそこの急患診療によく行っておられて、

言われていたのは、設備と医薬品、それと場所そのものが日頃から衛生

に力を入れているような建物ではない。消毒が行き届いたものではない

中でやるのは不安だと言っておられます。局長も代わったことですし、

病院局との協議を改めてすべきではないかなと思います。 
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吉永美子分科会長 ほかにはないですか。（「なし」と呼ぶ者あり）それでは、

一般会計予算決算常任委員会民生福祉分科会を閉じます。お疲れ様でし

た。 

 

午後０時３分 散会 

 

 

平成３０年９月１２日 

 

一般会計予算決算常任委員会民生福祉分科会長 吉 永 美 子 


